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条
項
は
、

ニ
ー
四
ー
一
船
舶
使
用
条
項

ニ
ー
四
ー
ニ
補
償
条
項

ニ
ー
四
I-1
一
船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任

ニ
ー
四
1
四
船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に
関
す
る
船
船
提
供
者
の
責
任
の
排
除
（
以
上
、
前
号
）

ニ
ー
五
船
舶
提
供
者
資
任
（
免
責
）
条
項

ニ
ー
五
ー
一
免
責
事
由
列
挙

ニ
ー
五
ー
ニ
有
責
事
由
列
挙

ニ
ー
五

I
-―
―
バ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ

ニ
ー
六
費
用
等
の
分
担
・
分
配

ニ
ー
六

1
一
費
用
分
担

ニ
ー
六
ー
ニ
残
存
油
・
罐
水

ニ
ー
六

I-―
―
救
援
・
救
助
・
引
揚
の
報
酬

ニ
ー
七
傭
船
料
の
支
払

ニ
ー
七
ー
一
傭
船
料
支
払
・
支
払
遅
滞

ニ
ー
七
ー
ニ
オ
フ
．
＾
イ
ヤ
ー

ニ
ー
七

I-
―
―
船
舶
の
喪
失

ニ
ー
八
再
傭
船

二

／

九

返

船

―
―
―
結
章
（
以
上
、
本
号
）

船
舶
提
供
者
責
任
（
免
責
）
条
項

期
傭
船
契
約
の
本
質
を
理
解
す
る
う
え
で
、
重
要
で
あ
る
、

―
―
五

ニ
2
四
で
み
た
船
舶
使
用
・
補
償
条
項
と
な
ら
ん
で
、
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
（
免
責
）
条
項
も
、
定

(
1
)
 

と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
所
で
み
る
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
に
関
す
る
責
任

（
定
期
）
傭
船
契
約
書
に
規
定
さ
れ
て
い
る
船
舶
提
供
者
の
傭
船
者
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
船
荷
証
券
が
発

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

二

2
五

(
-
―
五
）



い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
例
に
属
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
七
巻
第
一
号

行
さ
れ
て
い
る
場
合
の
船
荷
証
券
所
持
人
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。(

2
)
 

通
常
わ
れ
わ
れ
の
目
に
ふ
れ
る
傭
船
契
約
書
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
総
て
の
も
の
が
、
定
期
傭
船
契
約
、
航
海
傭
船
契
約
を
問
わ
ず
、

運
送
品
の
滅
失
・
毀
損
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
（
免
責
）
条
項
を
有
し
て
い
る
。

定
期
傭
船
契
約
書
中
に
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
規
定
が
存
在
す
る
理
由
は
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て

も
、
船
長
は
傭
船
者
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
運
送
品
の
所
持
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
船
長
は
、
船
舶
提
供
者
ま
た
は
傭
船
者

の
い
ず
れ
の
た
め
に
所
持
し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
議
論
は
、
少
な
く
と
も
、
通
常
み
ら
れ
る
定
期
傭
船
契
約
書
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る

定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
す
で
に
「
解
決
済
み
」
の
域
に
達
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
船
長
は
、
船
舶
提
供
者
の
た
め
に
所
持
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
何
度
と
な
く
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
船
舶
使
用
条
項
は
、
船
長
と
傭
船
者
と
の
あ
い
だ
に
、
何
ら
か
の
委
託
関
係
を

作
出
す
る
も
の
で
は
な
い
。
船
荷
証
券
が
船
長
に
よ
り
船
舶
提
供
者
の
名
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
場
合
、
船
荷
証
券
所
持
人
は
、
傭
船
者

の
た
め
に
運
送
品
を
所
持
す
る
船
舶
提
供
者
に
対
し
直
接
訴
求
し
う
る
。
ま
た
、
船
荷
証
券
が
船
長
に
よ
っ
て
傭
船
者
の
名
に
お
い
て
発

行
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
船
長
を
介
し
て
運
送
品
の
所
持
を
し
て
い
る
船
舶
提
供
者
に
対
す
る
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
の
訴
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
さ
ら
に
は
、

い
わ
ゆ
る
戦
争
条
項
も
船
長
が
船
舶
提
供
者
の
た
め
に
運
送
品
を
所
持
し
て
い
る
、
と

そ
う
い
っ
た
運
送
品
の
所
持
に
関
す
る
法
的
関
係
に
よ
り
、
定
期
傭
船
契
約
書
に
も
、
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
に
関
す
る
船
舶
提
供
者

(
3
)
 

の
責
任
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
規
定
の
態
様
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
は
（
あ
く
ま
で
も
、
基
本
的
に
は
）
、

す
る
か
、
有
責
事
由
を
列
挙
す
る
か
、
あ
る
い
は
、

免
責
事
由
を
列
挙

い
わ
ゆ
る
。
ハ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
を
挿
入
す
る
、
と
い
う
方
法
で
、
運
送
品
の
減

関
法

―
―
六

（
一
―
六
）



結
論
を
先
に
の
べ
れ
ば
、
航
海
傭
船
契
約
に
み
ら
れ
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
規
定
と
定
期
傭
船
契
約
に
み
ら
れ
る
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
、

本
質
的
な
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
。
航
海
傭
船
契
約
、
定
期
傭
船
契
約
を
問
わ
ず
、

の
は
、
船
舶
提
供
者
の
使
用
人
の
航
海
上
の
過
失
に
関
す
る
責
任
で
あ
る
。
そ
し
て
、

(
4
)
 

意
・
過
失
で
あ
る
。

萩
原
・
前
掲
二
五
七
、
二
六
一
頁
。

T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 1
4
3

に
よ
る
と
、
船
舶
提
供
者
の
責
任
に
関
す
る
一
般
規
定
を
有
し
な
い
契
約
書
式
と
し
て
は
、
リ
ペ
リ
ア
の
ロ
ア

ー
プ
キ
ャ
ナ
ン
港
か
ら
の
鉱
石
運
送
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
航
海
傭
船
契
約
書

(Iron
O
r
e
 Charter Party :
コ
ー
ド
ネ
イ
ム

•
L
a
m
c
o
n
)

が
あ
る
、
と
い
う
。
同
書
式
は
、
第
二
条
で
堪
航
能
力
担
保
義
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
に
留
ま
る
。
し
か
し
、
第
二
六
条
で
船
長
は
傭
船
者
に
対

し
船
荷
証
券

(
L
a
m
c
o
m
b
i
l
l
)
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
船
舶
提
供
者
の
責
任
は
、
ヘ
ー
グ
・
ル
ー
ル
ズ
を
導
入
し
た
そ
の
船
荷
証
券
に
よ

っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
傭
船
契
約
書
自
体
に
船
舶
提
供
者
の
責
任
に
つ
い
て
長
々
と
規
定
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit.̀
pag. 1
5
7
 e
 seg. 

T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 1
6
6
.
 

二

t
五
i
-

船
舶
提
供
者
の
責
任
に
つ
い
て
規
定
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
免
責
事
由
を
長
々
と
列
挙
す
る
方
法
は
、
傭
船
契
約
書
成
立
の
全
体
を

通
覧
し
た
場
合
、
古
い
ク
イ
プ
の
も
の
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
免
責
事
由
の
列
挙
は
、

避
す
る
た
め
の
工
夫
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
は
、
す
た
れ
る
傾
向
に
あ
る
、

し
か
し
、
ま
だ
、
最
近
の
書
式
で
も
、
航
海
傭
船
契
約
書
で
は
、

(

3

)

 

(

4

)

 

(

1

)

 

(

2

)

 

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

免
責
事
由
列
挙

失
・
毀
損
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
は
、

コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
運
送
人
の
絶
対
責
任
を
回

と
い
え
よ
う
。

日
本
海
運
集
会
所
の
手
に
な
る

―
―
七

(
-
―
七
）

N
i
p
p
o
n
v
o
y
 1
9
6
3

笙
が
一
―
―
年
〈
や

つ
ね
に
有
責
と
さ
れ
る
の
は
船
舶
提
供
者
の
故

つ
ね
に
免
責
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

一
定
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
、
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



(

1

)

 

(

2

)

 

(

3

)

 

(

4

)

 

(

5

)

 

第
三
七
巻
第
一
号

(
―
一
八
）

(
1
)
 

や

B
e
i
z
a
i
1
9
6
4

第
一
一
条
を
は
じ
め
、
な
お
、
多
く
、
免
責
事
由
列
挙
の
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
 

定
期
傭
船
契
約
書
で
は
、

T
e
x
a
c
o
t
i
m
e
2

第
四
一
条
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
実
に
多
く
の
免
責
事
由
を
列
挙
し
て
、

究
極
の
と
こ
ろ
、
船
舶
提
供
者
の
責
任
を
自
己
の
過
失
に
よ
る
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
に
限
定
す
る
趣
旨
の
も
の
、

と
い
え
よ
う
。

免
責
事
由
列
挙
の
方
法
を
採
用
し
て
は
い
る
も
の
の
、
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
に
関
す
る
責
任
に
つ
い

(
3
)
 

て
は
明
示
的
な
言
及
を
せ
ず
、
た
だ
、
列
挙
さ
れ
た
事
由
に
よ
る
減
失
・
毀
損
一
般
に
つ
い
て
責
を
負
わ
な
い
旨
を
規
定
す
る
。
た
だ
、

列
挙
さ
れ
た
事
由
か
ら
生
じ
る
減
失
・
毀
損
に
は
、
当
然
、
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
も
含
ま
れ
る
の
で
、

T
e
x
a
c
o
t
i
m
e
2

第
四
一
条
と

列
挙
さ
れ
な
か
っ
た
事
由
に
つ
い
て
は
、
船
舶
提
供
者
の
責
任
は
法
律
の
規
定
に
よ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、

S
u
p
p
l
y
t
i
m
e

第
一
五
条

a
の
よ
う
に
不
堪
航
に
よ
る
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
の
場
合
を
除
い
て
、
船
舶
提
供
者
の
責
任
を
免
除
し
て
し
ま
う
、
と
い
っ

(

4

)

(

5

)

 

た
試
み
は
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
―
ニ
ニ
九
条
一
項
に
抵
触
す
る
か
ぎ
り
で
、
功
を
奏
し
な
い
。

同
様
の
例
"
N
a
n
y
o
z
a
i
1
9
6
7

第一

0
条。

同
様
の
例
"
S
T
B
T
i
m
e
第
二

1

一条
a
o

同
様
の
例
"
B
e
e
p
e
e
t
i
m
e
2

第
三
三
条
。

「
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
基
づ
く
債
務
者
の
責
任
を
あ
ら
か
じ
め
免
除
ま
た
は
制
限
す
る
合
意
は
、
総
て
、
無
効
で
あ
る
。
」

Tullio;0p. 
cit., 
pag. 1
6
5
.
 

ニ
2
五
2
-
―
有
責
事
由
列
挙

船
舶
提
供
者
の
責
任
規
定
に
は
、
船
舶
提
供
者
の
有
責
事
由
を
列
挙
す
る
方
法
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
免
責
事
由
の
列
挙
の
逆
で
あ
る
が
、

本
質
的
に
は
変
わ
り
な
い
。

S
h
e
l
l
t
i
m
e
 3

第
二
八
条
は
、

関
法

―
一
八



―
―
九

古
典
的
な
方
法
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
航
海
傭
船
契
約
書
で
は
、

G
e
n
c
o
n
第
二
条
や

ltalviaggio
1
9
6
1

第
二
三
、
二
四
条

定
期
傭
船
契
約
書
で
は
、

B
a
l
t
i
m
e
第
ニ
―
一
条
（
お
よ
び
、
九
条
）
を
挙
げ
う
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
免
責
事
由
と
有
責
事
由
を
並

列
的
に
列
挙
し
て
い
る
の
で
、
構
造
が
複
雑
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
三
条
一
項
第
一
文
で
、
船
舶
提
供
者
が
責
を
負
う
場
合
を
規
定

す
る
。
不
堪
航
に
基
づ
く
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
お
よ
び
船
舶
提
供
の
遅
延
、
傭
船
期
間
中
の
遅
延
に
つ
き
有
責
と
さ
れ
て
い
る
が
、
不

堪
航
が
船
舶
提
供
者
（
ま
た
は
、
船
舶
管
理
人
）
の
相
当
の
注
意
の
欠
如
、
作
為
、
不
作
為
ま
た
は
解
怠
か
ら
生
じ
る
こ
と
が
条
件
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
文
は
、
使
用
人
の
不
注
意
、
解
怠
に
基
づ
く
損
害
・
遅
延
に
つ
い
て
の
免
責
を
規
定
し
、
第
三
文
は
、

ト
ラ
イ
キ
、

提
供
者
を
免
責
す
る
規
定
で
あ
る
。

B
a
l
t
i
m
e
の
よ
う
に
、
船
舶
提
供
者
の
免
貢
事
由
を
列
挙
す
る
と
同
時
に
、

方
式
は
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
、
と
い
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
．

ス

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ま
た
は
労
働
の
停
止
・
抑
止
に
基
づ
く
損
害
に
つ
い
て
の
免
責
規
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
九
条
一
項
第
四

文
は
、
周
知
の
と
お
り
、
船
舶
使
用
・
補
償
条
項
に
後
続
し
て
、
荷
不
足
や
混
合
な
ど
に
よ
る
運
送
品
に
関
す
る
損
害
に
つ
い
て
の
船
舶

一
方
で
、
有
責
事
由
と
免
責
事
由
を
並
列
的
に
列
挙
す
る

す
で
に
み
た
よ
う
に
、

Italtempo
第
二

0
条
一
項
が
船
舶
使
用
条
項
、
二
項
第
一
、
二
文
が
補
償
条
項
、
三
、
四
文
が
船
舶
提
供
者

（
運
航
者
）
の
免
責
条
項
で
あ
る
。
さ
ら
に
条
項
番
号
を
下
っ
て
ゆ
く
と
、
第
二
九
条
で
不
可
抗
力
の
規
定
に
出
会
い
、
第
三
一
条
で
密

(

1

)

 

輸
の
規
定
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
九
条

不
可
抗
力
の
場
合

が
好
例
で
あ
る
。

「
神
の
行
為
、
王
侯
・
政
府
・
人
民
の
行
為
、

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

ス
ト
ラ
イ
キ
・
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
、
海
・
機
械
・
汽
罐

の
事
故
・
災
害
、
爆
発
、
火
災
、
船
長
・
乗
組
員
の
悪
行
、
敵
対
行
為
、
海
賊
、
水
先
人
・
船
長
・
乗
組
員
そ
の
他
運
航
者
に
奉
仕
す
る

(
-
―
九
）



場
合
と
み
な
さ
れ
る
。
」

第
三
一
条

第
三
七
巻
第
一
号

（
ご
一

0
)

者
の
不
注
意
・
過
失
・
過
ち
か
ら
生
じ
た
場
合
で
も
内
水
•
海
洋
航
行
に
関
す
る
事
故
は
、
本
契
約
の
効
果
に
関
し
て
は
、
不
可
抗
力
の

「
船
長
・
乗
組
員
に
よ
る
密
輸
ま
た
は
そ
の
他
の
地
方
的
法
律
違
反
に
基
づ
く
税
関
当
局
そ
の
他
に
よ
る
船
舶
拘

留
の
た
め
の
時
間
の
喪
失
の
場
合
、
傭
船
料
の
支
払
は
中
断
し
、
そ
し
て
、
上
記
の
従
属
状
態
に
あ
る
船
舶
を
自
由
に
す
る
た
め
に
必
要

な
あ
ら
ゆ
る
出
捐
は
運
航
者
の
配
慮
と
費
用
で
あ
る
。

た
だ
し
、
密
輸
ま
た
は
法
律
違
反
が
傭
船
者
の
た
め
の
商
事
作
業
の
実
行
中
に
船
長
・
乗
組
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
傭

船
料
は
計
算
が
継
続
し
、
そ
し
て
、
船
舶
を
自
由
に
す
る
た
め
の
費
用
の
ほ
か
偶
然
的
な
罰
金
は
傭
船
者
自
身
の
負
担
に
帰
す
る
。
」

す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、

B
a
l
t
i
m
e
や

Ital
t
e
m
p
o
の
よ
う
な
規
定
の
方
式
は
、
構
造
が
複
雑
化
し
、
解
釈
に
困
難
を
も
た
ら
す
可
能

性
を
含
む
。
た
と
え
ば
、

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
第
四
文
と
第
ニ
―
一
条
一
項
第
二
文
は
類
似
し
た
表
現
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
前
者
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
行
為
は
、
こ
と
の
性
質
上
（
船
舶
提
供
者
自
身
が
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
行
為
を
自
ら
行
う
こ
と
は
、

通
常
、
あ
り
え
な
い
）
、

あ
る
い
は
、

規
定
の
文
脈
上
（
船
長
の
義
務
規
定
、

船
舶
使
用
・
補
償
条
項
の
つ
ぎ
に
置
か
れ
て
い
る
）
、
船

舶
提
供
者
の
行
為
で
は
な
く
、
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
に
関
し
て
船
舶
提

供
者
を
免
責
す
る
、
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
、
船
長
・
乗
組
員
の
不
注
意
・
解
怠
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
免
責
を
規
定

(
2
)
 

し
た
第
一
―
―
一
条
一
項
第
二
文
と
重
複
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
み
た
よ
う
に

(11~四
2
-―-、

11~四
2
四
）
、
船
舶
使
用

条
項
は
、
船
長
・
乗
組
員
と
傭
船
者
の
直
接
的
関
係
を
作
る
も
の
で
は
な
く
、
船
長
が
船
舶
使
用
条
項
に
基
づ
く
傭
船
者
の
指
示
に
正
し

く
し
た
が
わ
な
か
っ
た
場
合
、
船
長
で
は
な
く
船
舶
提
供
者
が
傭
船
者
に
対
し
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
た
。
換
言

す
れ
ば
、
第
九
条
一
項
第
四
文
は
、
船
舶
使
用
条
項
に
基
づ
く
傭
船
者
の
指
示
を
船
長
が
正
し
く
実
行
し
え
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
船

関
法

密
輪

ー
ニ
〇



パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ

舶
提
供
者
の
責
任
を
免
除
す
る
機
能
の
み
を
有
す
る
。

船
者
の
指
示
と
は
無
関
係
に
な
さ
れ
る
行
為
（
た
と
え
ば
、
航
行
に
関
す
る
行
為
）
に
つ
い
て
適
用
が
あ
る
、

一
方
、
第
一
―
―
一
条
一
項
第
二
文
は
、
上
記
の
よ
う
な
場
合
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
傭

(
3
)
 

と
解
さ
れ
る
。

い
ま
み
た

B
a
l
t
i
m
e

の
二
つ
の
規
定
の
関
係
に
つ
い
て
の
分
析
は
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
二

0
条
二
項
第
三
、
四
文
と
第
二
九
条
に
つ
い
て

も
妥
当
す
る
部
分
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
二

0
条
二
項
一
―
-
、
四
文
が
規
定
す
る
船
舶
提
供
者
の
免
責
範
囲
は
、

t
e
m
p
o
第
二
九
条
に
は
第
二

0
条
一
項
に
基
づ
く
傭
船
者
の
指
示
と
は
無
関
係
に
な
さ
れ
る
行
為
（
船
長
・
乗
組
員
の
悪
行
、

Ital, 

(
1
)
P
a
p
a
g
n
o
;
0
p
.
 
cit••pag. 

8
4

が
船
H

舶
提
供
者
の
免
責
規
定
と
し
て

Italtempo
第
二
九
条
お
よ
び
第
三
一
条
を
引
用
し
て
い
る
。

(
2
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 
cit••pag. 

1
6
3
.
 

(
3
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 
cit••loco 

cit.
し
た
が
っ
て
、

Tulli0
に
よ
る
と
、
あ
る
港
へ
向
か
う
よ
う
に
と
の
傭
船
者
の
指
示
に
船
長
が
し
た
が
わ
な
か

っ
た
結
果
生
じ
た
時
間
の
喪
失
・
費
用
に
つ
い
て
の
損
害
は
、

Baltime
第
一
三
条
に
よ
っ
て
も
第
九
条
に
よ
っ
て
も
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
な
い
(
O
P
.

cit••loco 

cit. 
e
 seg.)
。

ニ
2
五
l-1-

二

t
五
し
一
お
よ
び
二

2
五
2
二
で
み
た
よ
う
な
免
責
・
有
責
事
由
を
列
挙
し
て
最
終
的
に
船
舶
提
供
者
の
有
責
範
囲
を
浮
彫
り
に
し

て
ゆ
く
と
い
う
伝
統
的
方
法
に
対
し
て
、
新
し
い
傾
向
と
も
い
う
べ
き
方
法
は
、
傭
船
契
約
に
も
ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
あ
る
い
は
そ
れ
を
受

け
入
れ
た
国
内
法
を
適
用
す
る
旨
を
定
め
た
。
＾
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
を
契
約
書
に
挿
入
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
定
期
傭
船
契
約
書
の
多
く
に
も
。
＾
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
を
発
見
し
う
る
。
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
に
よ
り
ヘ
ー
グ
ル

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

る
航
海
上
の
過
失
）
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
四
文
の
そ
れ
よ
り
広
い
も
の
、

と
思
わ
れ
る
が
、

（
ー
ニ
ー
）

基
本
的
に
は
同
一
の
構
造
・
趣
旨
で
あ
る
。

い
わ
ゆ

そ
し
て
、



(

8

)

に
よ
れ
ば
よ
い
。
同
条
は
、

問
の
あ
る
場
合
、
他
方
の
有
利
に
解
釈
さ
れ
る
。
」

第
三
七
巻
第
一
号

ー
ル
ズ
が
適
用
さ
れ
る
最
大
の
利
点
は
、

三
（ーニニ）

い
う
ま
で
も
な
く
、
傭
船
者
に
対
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
し

(
1
)
 

ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
の
み
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ル
ー
ル
ズ
を
受
け
入
れ
た
国
内
法
の
適
用
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
傭
船
契
約
書
中
の
他
の
条
項
と
の
抵
触
を
避
け
る
た
め

ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
の
一
部
の
み
の
適
用
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
を
印
刷
し
て
い
な
い
契
約

書
に
は
、
そ
れ
を
ク
イ
プ
ラ
イ
ク
ー
で
付
加
挿
入
す
る
こ
と
も
あ
る
。
と
り
わ
け
、
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
の
付
加
挿
入
を
予
定
し
て

い
な
い
契
約
書
に
そ
れ
が
挿
入
さ
れ
る
と
、
そ
れ
と
他
の
船
舶
提
供
者
の
責
任
規
定
と
の
抵
触
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
契
約
条
項
の
解

(

2

)

 

触
上
の
問
題
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
が
あ
り
う
る
。

矛
盾
し
あ
う
条
項
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
手
書
き
あ
る
い
は
ク
イ
プ
打
ち
の
方
法
に
よ
り
、
す
で
に
印
刷
さ
れ
て
い
た
フ
ォ
ー
ム
に
付
加

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
条
項
が
印
刷
済
み
の
フ
ォ
ー
ム
の
な
か
に
す
で
に
発
見
し
う
る
場
合
、
問
題
は
全
く
生
じ
な
い
。
イ
ク
リ
ア

(
3
)

（

4
)
 

民
法
第
二
＝
四
二
条
一
項
に
よ
れ
ば
よ
い
。
手
書
き
が
優
先
す
る
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

逆
に
、
矛
盾
し
あ
う
条
項
が
と
も
に
手
書
き
あ
る
い
は
印
刷
済
み
で
あ
っ
て
、
何
ら
の
留
保
も
し
て
い
な
い
場
合
、
問
題
が
生
じ
う
る
。

も
し
、
問
題
が
生
じ
れ
ば
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
三
七

0
条
が
解
釈
の
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

「
契
約
当
事
者
の
一
方
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
普
通
取
引
約
款
ま
た
は
定
形
書
式
・
標
準
書
式
に
挿
入
さ
れ
た
条
項
は
、
疑

し
か
し
、
た
と
え
ば
、
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
に
よ
り
ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
が
傭
船
契
約
に
導
入
さ
れ
他
の
条
項
と
矛
盾
す
る
場
合
、

お
そ
ら
く
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
ニ
―
一
七
〇
条
を
わ
ず
ら
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
第
三
条

ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
と
船
舶
提
供
者
の
責
任
を
規
律
し
た
契
約
条
項
が
対
立
す
る
と
き
、
前
者
が
優
先

か
し
、
う
え
で
み
た
よ
う
に
、

つ
ね
に
、

関
法

ヘ
ー
グ



11~六
2

二
？
｀
六

費
用
分
担

(
1
)
C
o
a
s
t
h
i
r
e

第
一
四
条
は
米
国
海
上
物
品
運
送
法

(
C
O
G
S
A
)

の
一
部
を
、

M
o
b
i
l
t
i
m
e

第
一
五
条

b
ー
な
ど
は
ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
と

C
O
G
S
A
を
導
入
し
て
い
る
。
周
知
の
ご
と
く
、

C
O
G
S
A
第
五
条
は
、
同
法
が
傭
船
契
約
に
適
用
さ
れ
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
が
、
傭
船
契
約

書
中
に
ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
あ
る
い
は
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
国
内
法
を
導
入
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

(

2

)

。
＾
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
が
ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
を
取
り
入
れ
た
場
合
、
他
の
契
約
条
項
と
の
関
連
を
考
量
し
て
総
合
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
三
六
三
条
）
。
ナ
ポ
リ
地
裁
一
九
六
二
年
六
月
二
三
日
判
決

・Diritto
marittimo, 1965, pag. 1
6
9
は
、
傭

船
契
約
書
の
責
任
規
定
と
ヘ
ー
グ
ル
ー
ル
ズ
が
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
に
よ
り
船
荷
証
券
に
導
入
さ
れ
て
い
る
場
合
、
前
者
は
、
後
者
と
矛
盾

す
れ
ば
、
無
効
、
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、
「
同
条
約
第
四
条
に
定
め
ら
れ
た
運
送
人
の
責
任
の
シ
ス
テ
ム
は
、
公
序
（
国
内
の
）
に
関

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
故
、
契
約
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
排
除
し
え
な
い
。
」
と
。

(

3

)

「
特
定
の
契
約
関
係
を
統
一
的
に
規
律
す
る
た
め
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
定
形
書
式
ま
た
は
標
準
書
式
に
署
名
す
る
こ
と
に
よ
り
約
定
さ
れ

る
契
約
に
お
い
て
、
定
形
書
式
ま
た
は
標
準
書
式
に
付
加
さ
れ
た
条
項
は
、
定
形
書
式
ま
た
は
標
準
書
式
の
条
項
と
矛
盾
す
る
と
き
、
た
と
え
後

者
が
抹
消
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
後
者
に
優
先
す
る
。
」

(

4

)

同
様
の
結
論
は
英
米
の
判
例
中
に
み
ら
れ
る
。

V
a
r
n
i
s
hv•Kheti 

(
1
9
4
9〕

8
2
L
L
 L. 
R
e
p
.
 525, 
T
h
e
 W
e
s
t
m
o
r
e
l
a
n
d
 1
9
3
6
 
A. M
.
 

C. 
1
6
8
0
 
(
2
d
 Cir. 
1936). 

(
5
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 
cit••pag. 

1
5
4
 e
 seg.
。
＾
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
の
至
上
性
を
認
定
す
る
た
め

p
a
r
a
m
o
u
n
t

の
語
義
に
つ
い
て
論
及
が
な

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

T
u
l
l
i
o
;
0
p
.cit••pag. 

1
5
5
は
、
真
剣
に
考
察
す
べ
き
議
論
で
は
な
い
、
と
断
じ
て
い
る
。

費
用
等
の
分
担
・
分
配

航
海
を
実
行
す
る
に
は
、
実
に
多
く
の
種
類
の
費
用
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
ら
の
費
用
は
、
通
常
、
船
舶
費
用

(
c
o
s
t
a
n
a
v
e
)
 

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

す
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
、

(
5
)
 

と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

三
（ーニ――ー）

と
称



者
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
支
払
わ
れ
る
。
」

第
七
条

第
三
七
巻
第
一
号

（
ー
ニ
四
）

さ
れ
る
航
海
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
出
費
が
予
定
さ
れ
る
固
定
的
費
用
と
航
海
の
如
何
に
よ
っ
て
出
費
・
数
量
が
変
動
す
る
可
変
的
費
用

(
1
)
 

に
大
別
さ
れ
る
。

前
者
の
代
表
的
な
も
の
は
、
船
舶
の
償
却
・
維
持
費
用
、
船
長
・
乗
組
員
の
給
与
な
ど
で
あ
り
、
後
者
の
代
表
的
な
も
の
は
、
燃
料
、

港
湾
使
用
税
な
ど
で
あ
る
。
固
定
的
費
用
（
何
を
も
っ
て
、
そ
れ
と
す
る
の
か
、
細
目
に
お
い
て
、
見
解
が
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
）

は
、
船
舶
提
供
者
の
負
担
で
あ
る
。
可
変
的
費
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
明
確
な
き
ま
り
は
な
く
、
契
約
類
型
に
よ
り
異
な
る
。

航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
通
常
、
船
舶
提
供
者
の
負
担
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
通
常
、
傭
船
者
の
負
担
と
さ
れ
る
。
定
期

傭
船
契
約
に
お
い
て
、
可
変
的
費
用
が
傭
船
者
の
負
担
と
さ
れ
る
の
は
、
契
約
締
結
当
時
に
船
舶
の
な
す
べ
き
航
海
が
（
通
常
）
予
定
さ

(
2
)
 

れ
て
い
な
い
た
め
、
可
変
的
費
用
の
予
測
が
つ
か
な
い
こ
と
に
よ
る
。

Ital t
e
m
p
o

は
、
費
用
等
の
分
担
・
分
配
に
つ
い
て
、

運
航
者
の
費
用

い
く
つ
か
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。

「
乗
組
員
に
関
す
る
費
用
（
給
料
、
食
事
、
洗
濯
用
水
な
ど
）
お
よ
び
食
料
に
関
す
る
費
用
の
総
て
は
、

運
航
者
の
負
担
と
す
る
。
運
航
者
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
費
用
で
、
船
体
お
よ
び
機
関
を
完
全
に
機
能
す
る
状
態
に
維
持
し
、
通
常
の
給
付

の
た
め
の
用
法
に
し
た
が
い
使
用
さ
れ
る
船
舶
に
備
え
付
け
ら
れ
た
起
重
機
の
限
界
ま
で
で
通
常
の
貨
物
を
取
り
扱
う
た
め
の
滑
車
・
ロ

ー
プ
を
供
給
す
る
義
務
を
負
う
。

船
体
お
よ
び
乗
組
員
の
保
険
は
、
運
航
者
の
配
慮
と
負
担
と
す
る
。
運
航
者
は
、
鎗
口
ご
と
に
通
常
時
間
の
勤
務
に
あ
た
る
一
名
の
ウ

ィ
ン
チ
マ
ソ
を
、
傭
船
者
の
負
担
で
定
員
外
の
臨
時
雇
い
の
ウ
ィ
ン
チ
マ
ン
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
荷
役
人
夫
が
乗
組
員
の
使

用
を
拒
否
す
る
か
港
湾
の
特
別
の
規
則
に
よ
り
陸
上
ウ
ィ
ン
チ
マ
ン
の
使
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
場
合
、
陸
上
ウ
ィ
ン
チ
マ
ン
は
、
運
航

関
法

ー
ニ
四



P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
第
八
条
第
二
文
は
、

し
か
し
、
定
期
傭
船
契
約
書
に
お
い
て
は
、

料
を
、
無
償
で
、
傭
船
者
の
使
用
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

傭
船
者
の
費
用

ご
一
五

「
主
要
機
関
・
補
助
機
械
の
良
好
な
作
動
に
適
す
る
燃
料
な
ら
び
に
潤
滑
油
、
機
動
起
重
機
の
燃
料
な
ら

び
に
そ
れ
に
関
す
る
潤
滑
油
お
よ
び
汽
罐
用
水
の
供
給
、
港
税
、
水
先
料
、
代
理
店
料
、
手
数
料
、
船
積
・
す
く
い
と
り
・
積
付
積
卸
・

検
量
・
検
数
・
貨
物
の
引
渡
費
用
、
積
付
．
鎗
口
検
査
の
専
門
家
の
証
明
書
の
偶
然
的
料
金
、
海
損
・
推
定
的
海
損
の
申
告
に
関
す
る
費

用
お
よ
び
そ
の
他
の
貨
物
・
傭
船
料
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
費
用
・
租
税
ま
た
は
税
金
は
、
傭
船
者
の
負
担
と
す
る
。

貨
物
を
仕
切
り
・
積
付
け
る
た
め
お
よ
び
甲
板
上
に
積
ま
れ
た
梱
包
を
積
上
げ
て
お
く
た
め
に
必
要
な
材
料
の
供
給
お
よ
び
商
品
の
取

り
扱
い
の
た
め
の
ス
リ
ン
グ
の
供
給
は
、
傭
船
者
の
負
担
と
費
用
と
す
る
。
運
航
者
は
、
船
舶
上
に
偶
然
的
に
存
在
す
る
仕
切
り
用
の
材

こ
れ
ら
の
規
定
の
ほ
か
、
第
九
条
で
は
定
期
的
な
ね
ず
み
駆
除
費
用
を
運
航
者
の
負
担
と
し
、
第
一

0
条
で
は
水
先
人
な
ど
部
外
者
へ

の
食
事
支
給
を
傭
船
者
の
負
担
と
し
、
第
―
一
条
で
は
傭
船
期
間
超
過
後
の
投
錨
税
な
ど
を
傭
船
者
の
負
担
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
も
注
目
を
要
す
る
の
は
、
船
積
・
陸
揚
費
用
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
費
用
の
負
担
者
に

関
し
て
は
、
航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
統
一
性
を
欠
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
航
海
傭
船
契
約
の
多
く
に
み
ら
れ
る
パ
ク
ー
ン
は
、

(
3
)
 

F
I
O
条
項
に
よ
っ
て
、
傭
船
者
に
船
積
・
陸
揚
費
用
（
と
危
険
ま
で
）
を
負
担
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
航
海
傭
船
契
約
書
に
は
、
船
積

費
用
（
と
危
険
）
を
傭
船
者
の
負
担
、
陸
揚
費
用
（
と
危
険
）
を
船
舶
提
供
者
の
負
担
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
り
、
そ
の
逆
が
あ
っ
た
り
、

(
4
)
 

ま
さ
に
種
々
で
あ
る
。

と
も
典
型
的
な
の
は
、

B
a
l
t
i
m
e
第
四
条
や

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
八
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
規
定
で
あ
ろ
う
。

傭
船
者
は
船
長
の
監
督
の
も
と
自
己
の
費
用
を
も
っ
て
船
積
・
荷
役
作
業
（
船
積
・
積
付
．

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

(
5
)
 

（
お
そ
ら
く
）
例
外
な
く
、
船
積
・
陸
揚
費
用
は
傭
船
者
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ

第
八
条

(

1

1

一五）



残
存
燃
料
・
潤
滑
油
・
罐
水

、。し 荷
繰
り
）
を
行
う
、

る
い
は
、

F
o
n
a
s
b
a
t
i
m
e
第
ご
一
条
に
お
い
て
は
、
費
用
を
傭
船
者
の
負
担
、
危
険
を
船
舶
提
供
者
の
負
担
と
し
て
い
る
。

(
1
)
P
a
p
a
g
g
5
0
p
.
 cit., 
pag. 5
4
,

萩
原
・
前
掲
一
九
八
頁
。

(
2
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 
111. 

(
3
)
イ
ク
リ
ア
に
お
け
る

F
I
O

条
項
に
関
す
る
判
例
の
分
析
・
窪
田
「
海
上
運
送
契
約
に
お
け
るFI
O

約
款
に
つ
い
て
」
•
海
法
会
誌
復
刊
一

二
号
三
頁
。

(
4
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 1
3
4
 e
 segg. 

(
5
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 1
3
6
 
e
 seg. 

(
6
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 1
3
7
.

鉛
心
長
の
指
示
に
よ
っ
た
た
め
積
荷
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
損
害
に
つ
き
船
舶
提
供
者
は
責
を
負
う

(Court L
i
n
e
 
v. 
C
a
n
a
d
i
a
n
 Trasport (
1
9
4

〕゚
6
7

LL L. 
R
e
p
.
 1
6
1
)

。

船
舶
提
供
者
は
、
船
舶
提
供
の
と
き
、
傭
船
者
は
、
返
船
の
と
き
、
船
舶
を
充
分
な
運
航
可
能
状
態
で
、
提
供
・
返
船
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
I
t
a
l
t
e
m
p
o

第
一
条
、
第
一
五
条
三
項
）
。
船
舶
は
、

定
期
傭
船
契
約
書
に
は
、

船
舶
提
供
・
返
船
時
に
お
け
る
船
舶
が
備
蓄
す
べ
き
燃
料
の
最

(

1

)

 

大
限
•
最
小
限
の
ほ
か
、
船
内
の
残
存
燃
料
・
油
•
水
の
買
取
に
つ
い
て
、
規
定
し
て
い
る
。

な
備
蓄
も
必
要
で
あ
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o
 
:bl
竺
二
条
は
、
他
の
定
期
傭
船
契
約
書
に
み
む
れ
る
同
種
の
規
定
よ
り
若
干
詳
細
で
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
差
異
は
な

ニ
2
六？`

関
法

第
三
七
巻
第
一
号

残
存
油
・
罐
水

そ
こ
で
、

「
傭
船
者
は
、
船
舶
提
供
港
に
お
い
て
、
船
舶
提
供
者
は
、
返
船
港
に
お
い
て
、
船
内
に
残
存
す
る
総

通
常
、

と
し
て
い
る
。
荷
役
作
業
に
よ
り
船
舶
に
損
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
船
長
が
監
督
す
る
、

単
に
、
堅
牢
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
燃
料
、
潤
滑
油
お
よ
び
水
の
適
当

ー
ニ
六

(
6
)
 

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
あ

（
ー
ニ
六
）



ニ
2
六
2
-―
―
救
援
・
救
助
・
引
揚
の
報
酬

(

1

)

 

(

2

)

 

船
者
負
担
費
用
の
規
定
と
同
一
趣
旨
の
も
の
、
と
い
い
う
る
。

な
ら
な
い
。
」

の
燃
料
を
残
し
て
返
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
二
七

て
の
燃
料
、
ク
ラ
ン
ク
室
用
お
よ
び
シ
リ
ン
ダ
ー
用
潤
滑
油
、
汽
罐
用
水
お
よ
び
機
動
起
重
機
用
燃
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
提
供
港
お
よ
び

船
舶
は
、
…
…
ト
ン
以
上
·
…
•
•
ト
ン
以
下
の
燃
料
を
残
し
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
…
…
ト
ン
以
上
·
…
•
•
ト
ン
以
下

残
存
量
の
確
認
は
、
争
い
の
あ
る
と
き
、
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
当
事
者
双
方
が
署
名
し
た
適
当
な
調
書
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば

燃
料
の
品
質
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
前
文
に
表
示
さ
れ
て
い
る
機
関
の
良
好
な
作
動
の
た
め
適
当
な
品
質
の
も
の
で
あ
る
。
買
取
価

格
は
、
船
舶
提
供
港
ま
た
は
返
船
港
に
お
け
る
時
価
（
そ
の
地
・
日
時
に
お
け
る
最
低
入
手
価
格
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
傭
船
者
・
船

舶
提
供
者
自
身
が
そ
の
地
・
日
時
に
燃
料
の
補
給
を
試
み
た
な
ら
、
必
ず
や
、
時
価
、
そ
れ
も
、
最
低
価
格
で
の
入
手
を
欲
し
た
は
ず
で

(

2

)

 

あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
双
方
の
あ
い
だ
で
の
公
平
が
保
た
れ
て
い
る
。

こ
の
規
定
も
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
航
海
の
指
示
が
傭
船
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
船
舶
提
供
者
に
は
あ
ら
か
じ
め

燃
料
・
潤
滑
油
・
罐
水
の
消
費
量
の
予
想
が
立
て
ら
れ
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
二

2
六
2
一
で
み
た
傭

P
a
p
a
g
n
o
;
0
p
.
 cit••pag. 

4
5
,
 

P
a
p
a
g
n
o
;
0
p
.
 cit., 
p
a
g
.
 4
6
,
 

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

返
船
港
に
お
け
る
時
価
で
買
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
―
二
七
）



あ
い
だ
で
均
等
に
分
配
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
二
項
お
よ
び
三
項
で
、
分
配
さ
れ
る
べ
き
純
報
酬
の
計
算
方
法
を
詳

右
に
み
た
よ
う
に
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o
第一――――一条は、

対
す
る
純
報
酬
は
、
運
航
者
お
よ
び
傭
船
者
の
あ
い
だ
で
、
均
等
に
分
配
さ
れ
る
。

分
配
さ
れ
る
べ
き
報
酬
は
、
以
下
の
も
の
を
控
除
し
て
決
定
さ
れ
る
。

・
船
長
・
乗
組
員
に
帰
す
る
割
当
分

．
傭
船
者
に
帰
す
る
傭
船
料
相
当
分
の
ほ
か
作
業
開
始
か
ら
航
海
再
開
ま
で
の
期
間
に
消
費
さ
れ
た
燃
料
・
傭
船
者
所
有
の
材
料
の
費
用

・
船
舶
の
材
料
の
消
費
に
関
し
て
、
お
よ
び
、
救
援
の
結
果
船
舶
・
機
関
・
補
助
機
械
の
こ
う
む
っ
た
損
害
の
修
繕
に
関
し
て
運
航
者
が

負
担
し
た
費
用

救
助
者
に
帰
す
る
報
酬
を
担
保
す
る
た
め
お
よ
び
徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
法
律
上
お
よ
び
裁
判
上
の
偶
然
的
な
費
用
を
含
め
、
救
援

お
よ
び
引
揚
に
関
連
す
る
総
て
の
費
用
お
よ
び
出
捐
も
控
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

一
項
で
、
引
揚
、
曳
船
、
海
難
救
助
に
対
す
る
純
報
酬
を
船
舶
提
供
者
と
傭
船
者
の

海
難
救
援
・
救
助
・
引
揚
料

第
三
七
巻
第
一
号

二

t-――
2
四
注
2
で
み
た
よ
う
に
、

Italtempo
第
一
―
―
―
一
条
を
は
じ
め
、
多
く
の
定
期
傭
船
契
約
書
は
、
人
命
・
財
産
の
救
援
・
救
助

通
常
、
救
援
・
救
助
の
た
め
の
離
路
は
、
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
間
も
な
お
、
傭
船
者
は
、
契
約
に
基
づ
き
負

(
1
)
 

担
す
べ
き
費
用
・
危
険
を
負
担
し
一
二
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
通
常
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
も
、

定
期
傭
船
契
約
書
は
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o
 
$R1
―――――冬木は、

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
本
契
約
中
に
船
舶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
引
揚
、
曳
船
、
海
難
救
助
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
救
援
・
救
助
に

特
別
規
定
を
設
け
、

当
事
者
間
の
利
害
の
調
整
（
費
用
な
ど
の
分
担
・
分
配
）

を
計
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

の
た
め
で
あ
れ
ば
離
路
し
う
る
権
限
を
船
舶
提
供
者
に
認
め
て
い
る
。

関
法

ー
ニ
八

（
ー
ニ
八
）



航
行
法
第
四
九
六
条
に
よ
る
と
、
海
難
救
援
・
救
助
料
は
、
救
助
船
が
救
助
目
的
を
も
っ
て
艤
装
・
運
航
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
そ
の
三
分
の
一
が
運
送
人
に
三
分
の
二
が
船
長
・
乗
組
員
に
帰
す
る
も
の
、

と
さ
れ
て
い
る
。
荷
送
人
に
救
助
料
の
割
当
は
な
さ
れ

(
3
)
 

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
賃
借
さ
れ
た
船
舶
が
救
助
行
為
を
し
た
場
合
、
救
助
料
は
本
来
借
主
に
帰
属
す
る
も
の
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

(

4

)

 

Italscafo ~
1
―
―
―
一
条
は
、
鉛
｛
舶
所
有
者
（
貸
主
）
と
借
主
と
の
あ
い
だ
で
均
等
分
配
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
一
―
―
―
―
一
条
は
、
何
故
、

Italscafo
第
二
三
条
に
似
た
よ
う
な
規
定
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
よ
う

に
、
海
難
救
助
な
ど
に
よ
る
離
路
は
、

ー
ニ
九

オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
間
も
傭
船
者
は
、
契
約
に
甚
づ

き
負
担
す
べ
き
費
用
・
危
険
を
負
担
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
や
救
助
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
船
舶
が
こ
う
む
る

(
5
)

（

6
)
 

危
険
・
損
害
な
ど
が
考
量
さ
れ
、
均
等
分
配
が
計
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
救
助
料
な
ど
の
分
配
に
つ
い
て
定
め
た
定
期
傭
船
契
約
書
の

多
く
は
、
均
等
分
配

(
o
w
n
e
r
s
'
a
n
d
c
h
a
r
t
e
r
e
r
s
'
e
q
u
a
l
 
benefit)

を
原
則
と
し
て
い
る
。

筆
者
が
み
た
定
期
傭
船
契
約
書
の
な
か
で
は
、

C
o
a
s
t
h
i
r
e
第
一
七
条
第
一
文
が
「
All
s
a
l
v
a
g
e
 a
n
d
 assistance 
to 
o
t
h
e
r
 
ves, 

sels 
to 
b
e
 for t
h
e
 
O
w
n
e
r
s
'
b
e
n
e
f
i
t
 
••• 

」
と
組
g
完
↑
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

C
o
a
s
t
hire

に
お
い
て
は
、
傭
船
者
が
負
担
し
つ
づ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
・
危
険
は
一
切
か
え
り
み
ら
れ
て
い
な
い
。

C
o
a
s
t
h
i
r
e

第
一
七
条
第
一
文
は
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る

(
7
)
 

救
助
料
な
ど
の
帰
属
関
係
の
本
来
の
姿
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

も
し
そ
う
で
あ
る
、

と
す
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
均
等
分
配
が
行
わ
れ
る
に
し
て
も
、
借
主
に
帰
属
す
べ
き
救
助
料

(
c
h
a
r
t
e
r
e
r
s
'
h
e
n
,

efit)

が
貸
主
（
船
舶
所
有
者
の
こ
と
が
多
い
）
に
も
分
配
さ
れ
る
の
と
、
船
舶
提
供
者
（
船
舶
所
有
者
の
こ
と
が
多
い
）
に
帰
属
す
べ
き

救
助
料

(
o
w
n
e
r
s
'
b
e
n
e
f
i
t
)

が
傭
船
者
に
も
分
配
さ
れ
る
の
で
は
、
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
あ
る
。

l
t
a
l
t
e
m
p
o

第
―
―
―
―
―
一
条
お
よ
び

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

(
2
)
 

細
に
規
定
し
て
い
る
。

(
―
二
九
）



さ
れ
た
も
の
、

と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
傭
船
期
間
中
、
傭
船
料
支
払
・
計
算
を
め
ぐ
る
紛
争
が
多
発
す
る
可
能
性
を

れ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
定
期
傭
船
契
約
の
場
合
、
傭
船
料
は
、

一
定
期
間
ご
と
に
分
割
的
に
支
払
わ
れ
、
必
ず
し
も
、
確
定
的
に
取
得

ニ
2
七

(
1
)
P
a
p
a
g
n
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 7
5
.
 

(
2
)
I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
三
三
条
は
、

B
a
l
t
i
m
e
第
一
九
条
よ
り
も
詳
細
で
あ
る
。

し
て
い
る
。

(

3

)

拙
稿
「
イ
ク
リ
ア
法
に
お
け
る
船
舶
賃
貸
借
（
一
）
」
関
大
法
学
三
三
巻
六
号
一
六
二
頁
。

(
4
)
I
t
a
l
s
c
a
f
0
第
二
三
条
一
項
は
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
三
三
条
一
項
の
規
定
の
な
か
の
「
A
r
m
a
t
o
r
e
」
n
{
o
l
e
g
g
i
a
t
o
r
e
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
P
r
o
p
r
i
、

etario
」「
C
o
n
d
u
t
t
o
r
e
」
に
置
き
換
え
た
だ
け
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
定
期
傭
船
契
約
と
船
舶
賃
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
の
類
似
性
を
認
め
る

論
者
は
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
論
拠
を
発
見
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
5
)
P
a
p
a
n
o
;
0
p
.
 cit., 
loco 
cit. 

(
6
)
救
助
分
配
に
つ
い
て
定
め
て
い
な
い
稀
な
例
•
S
T
B
T
i
m
e
0

(

7

)

「
例
外
が
よ
く
本
質
を
表
す
」
ひ
と
つ
の
例
か
も
し
れ
な
い
。
前
注
(

6

)

で
み
た
S
T
B
T
i
m
e
も
「
o
w
n
e
r
s
'
b
e
n
e
f
i
t
」
を
当
然
の
こ
と
と
し

て
、
救
助
料
分
配
の
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

傭
船
料
の
支
払

傭
船
料
支
払
・
計
算
方
法
の
差
異
が
航
海
傭
船
契
約
と
定
期
傭
船
契
約
の
明
白
な
認
識
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
航
海
傭
船
契
約
の
場
合
、

通
常
、
傭
船
料
は
、
全
額
一
括
払
い
さ
れ
、
そ
し
て
、
確
定
的
に
取
得
さ
れ
る
の
で
、
傭
船
料
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
み
ら

を
求
め
る
の
は
性
急
で
あ
ろ
う
。

I
t
a
l
s
c
a
f
o
 
jl 

1

―
―
―
一
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
表
面
的
な
類
似
性
に
よ
っ
て
、
定
期
傭
船
契
約
と
船
舶
賃
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
の
同
一
性

関
法

第
三
七
巻
第
一
号

一方、

P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
第
一
九
条
一
項
第
一
文
で
簡
略
な
規
定
を

1

1

―10
 

(

1

1

―10
)

 



含
ん
で
い
る
。
通
常
、
定
期
傭
船
契
約
書
は
、
傭
船
料
に
関
し
て
、
航
海
傭
船
契
約
書
よ
り
能
弁
に
な
っ
て
い
る
。

ニ
2
七
i
-

傭
船
料
支
払
・
支
払
遅
滞

定
期
傭
船
契
約
の
傭
船
料
は
、

(
2
)
 

一
ヶ
月
単
位
で
現
金
前
払
い
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

(

1

)

 

「
夏
期
に
お
け
る
、
燃
料
お
よ
び
船
舶
用
品
を
含
む
、
本
船
の
積
載
重
量
屯
数
一
屯
」
を
計
算
基
準
と

傭
船
料
計
算
の
始
期
は
、
通
常
、
船
舶
が
傭
船
者
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
た
日
で
あ
り
、
終
期
は
、
返
船
の
日
で
あ
る
。
し
か
し
、
返
船

の
日
が
一
ヶ
月
単
位
で
な
さ
れ
る
傭
船
料
支
払
の
満
期
日
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
多
く
あ
る
た
め
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
一
三
条
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

一
ヶ
月
未
満
の
傭
船
料
支
払
方
法
に

「
傭
船
者
は
、
毎
一
―

10日
：
・
…
…
…
の
傭
船
料
を
支
払
う
。
そ
の
傭
船
料
は
、
船
舶
が
使
用
に
委
ね
ら
れ
た
日
か
ら
返
船
が

な
さ
れ
る
日
ま
で
、
現
金
前
払
い
で
三

0
日
ご
と
に
、
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
船
舶
が
月
極
傭
船
料
の
満
期
日
に
返
船
港
へ
の

航
海
途
上
に
あ
る
場
合
、
当
事
者
双
方
は
、
航
海
完
了
に
必
要
な
予
測
期
間
に
つ
い
て
合
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
船
舶
が

傭
船
者
の
サ
ー
ビ
ス
を
続
け
る
と
予
測
さ
れ
る
日
数
に
傭
船
料
の
一
―

10分
の
一
を
乗
じ
た
額
が
前
払
い
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事

者
双
方
が
合
意
し
な
い
場
合
、
傭
船
者
は
、
彼
が
必
要
と
考
え
る
日
数
分
の
額
を
支
払
い
、
そ
し
て
、
争
い
の
あ
る
差
額
に
つ
い
て
連
名

も
し
、
振
込
お
よ
び
ま
た
は
預
金
さ
れ
た
額
が
航
海
完
了
に
必
要
と
さ
れ
る
期
間
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
な
い
場
合
、
傭
船
料
は
、

支
払
わ
れ
る
。
」

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

で
銀
行
の
口
座
に
預
金
す
る
か
銀
行
の
保
証
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

傭
船
料

つ
い
て
も
定
め
て
お
く
必
要
が
生
じ
る
。

し
て
、

三
（
一
三
一
）

一
日
づ
つ



第
三
七
巻
第
一
号

定
期
傭
船
契
約
書
も
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
が
い
は
、
引
揚
権
行
使
の
条
件
で
あ
る
。

三
（
一
三
二
）

右
の
よ
う
に
詳
細
な
支
払
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
傭
船
者
が
定
時
的
な
支
払
を
怠
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
の
と
き
、
船

舶
提
供
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
効
な
対
抗
手
段
は
、
船
舶
を
傭
船
者
の
サ
ー
ビ
ス
か
ら
引
き
揚
げ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
の

た
と
え
ば
、

B
a
l
t
i
m
e
第
六
条
三
項
は
、
「
I
n
d
e
f
a
u
l
t
 
of 
p
a
y
m
e
n
t
 t
h
e
 
O
w
n
e
r
s
 to 
h
a
v
e
 t
h
e
 right 
o
f
 w
i
t
h
d
r
a
w
i
n
g
 t
h
e
 

V
e
s
s
e
l
 
••• 

」
と
規
定
し
、

P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
第
五
条
一
項
第
一
文
は
、
「
；
.
failing 
t
h
e
 p
u
n
c
t
u
a
l
 a
n
d
 r
e
g
u
l
a
r
 
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 

(
3
)
 

t
h
e
 h
i
r
e
:
・
t
h
e
 O
w
n
e
r
s
 shall 
b
e
 at 
t
h
e
 liberty 
to 
w
i
t
h
d
r
a
w
 t
h
e
 v
e
s
s
e
l
 
••• 

」
と
岨
況
-
心
し
て
い
る
。

前
者
の
規
定
の
よ
う
な
場
合
、
傭
船
者
が
た
と
え
傭
船
料
支
払
を
遅
滞
し
て
い
て
も
、
払
う
べ
き
傭
船
料
を
支
払
い
さ
え
す
れ
ば
、
船

舶
提
供
者
は
も
は
や
引
揚
権
を
行
使
し
え
な
く
な
る
、

fault 
c
o
n
t
i
n
u
e
s
」
の
釉
2

加
文
言
が
あ
る
も
の
、

第
一
文
に
は
、

B
a
l
t
i
m
e
第
六
条
三
項
に
み
ら
れ
な
い
表
現
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
p
u
n
c
t
u
a
l
a
n
d
 r
e
g
u
l
a
r
 p
a
y
m
e
n
t
 o
f
 h
i
r
e」
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
、
支
払
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
た
と
え
そ
の
後
に
傭
船
者
が
支
払
を
な
し
た
に
し
て
も
、
引
揚
権
を
維

(
5
)
 

持
す
る
効
果
が
あ
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
一
四
条
一
項
も
、

P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
第
五
条
一
項
第
一
文
と
実
質
的
に
同
一
の
も
の
を
引
揚
権
の
成
立
要
件
と
し
て
い

(
6
)
 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ital t
e
m
p
o

第
一
四
条

げ
る
権
利
を
有
す
る
。

関
法

傭
船
料
の
不
払

と
す
れ
ば
、
「

In
d
e
f
a
u
l
t
 o
f
 p
a
y
m
e
n
t
」
の
文
言
は
、
「
a
n
d
so 
l
o
n
g
 a
s
 de, 

(
4
)
 

と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
第
五
条
一
項

「
も
し
、
傭
船
料
が
適
時
に
支
払
わ
れ
な
い
か
あ
る
い
は
前
条
に
規
定
の
と
お
り
に
保
証

さ
れ
な
い
場
合
、
運
航
者
は
、
た
と
え
航
海
中
で
あ
れ
何
時
で
も
、
傭
船
者
に
通
知
を
し
て
、
船
舶
を
傭
船
者
の
サ
ー
ビ
ス
か
ら
引
き
揚



オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー

も
し
、
船
舶
が
航
海
中
に
引
き
揚
げ
ら
れ
る
場
合
、
運
航
者
は
、
船
舶
上
に
存
在
す
る
運
送
品
を
傭
船
者
の
費
用
と
危
険
で
目
的
港
ま

で
運
搬
す
る
権
限
を
有
し
、
傭
船
者
は
、
運
送
終
了
か
ら
第
一
六
条
に
規
定
さ
れ
た
港
へ
の
船
舶
の
到
着
ま
で
、
傭
船
料
を
支
払
わ
な
け

(
7
)
 

I
t
a
l
t
e
m
p
0

が
他
の
定
期
傭
船
契
約
書
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
引
揚
権
が
行
使
さ
れ
た
時
点
に
船
舶
上
に
存
在
す
る
運
送
品
の
措
置
お

お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
費
用
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
用
意
周
到
、

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

た
と
え
ば
、

P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
第
四
条
、

A
s
b
a
t
i
m
e
第
四
条
。

(
2
)
P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
第
五
条
一
項
は
、
半
月
単
位
と
し
て
い
る
。

(

3

)

引
揚
権
行
使
の
要
件
と
し
て
傭
船
料
支
払
遅
滞
に
は
傭
船
者
の
過
失
を
要
し
な
い
、
と
思
わ
れ
る

(Tullio;0p.
cit., 
pag. 1
2
8
 nota 1
9
2
)
。

(
4
)
P
a
p
a
g
n
o
;
0
p
.
 
cit••pag. 

6
0
.
 

(
5
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 
cit••pag. 

1
2
8
 
e
 seg., 
P
a
p
a
g
n
o
 ;
 
cit••loco 

cit. 
T
h
e
 B
r
i
m
n
e
s
〔

1
9
7
2〕

2

L
l

゜yd's
R
e
p・
4
6
5
.

(
6
)
P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
第
五
条
一
項
第
一
文
や

Italtemp0
第
一
四
条
一
項
の
よ
う
に
、

punctual
a
n
d
 regular p
a
y
m
e
n
t
を
規
定
す
る
定
期

傭
船
契
約
書
は
数
多
い
。

(

7

)

引
揚
権
が
行
使
さ
れ
た
場
合
、
た
と
え
船
船
が
航
海
中
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
の
傭
船
料
の
支
払
は
な
さ
れ
な
い
、
と
解
す
る
の
が
論
理
に
か

な
っ
て
い
る

(
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.cit••pag. 

1
2
9
)
。

11~七
2
ニ

定
期
傭
船
契
約
書
で
あ
る
か
ぎ
り
、
総
て
の
書
式
は
、

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

れ
ば
な
ら
な
い
。
」

い
わ
ゆ
る
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
条
項
を
備
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
傭
船
期
間
中
、

一
定
の
事
由
に
よ
り
船
舶
の
稼
働
が
停
止
し
た
場
合
に
傭
船
料
支
払
の
停
止
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
数
多
い
定
期
傭
船
契
約
書
が
総
て
同
一
の
規
定
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
細
目
に
お
い
て
は
区
々
に
分
か

｀ (-＝―――-） 



払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

寄
港

ビ
ス
を
再
開
す
る
状
況
に
な
る
ま
で
、
傭
船
料
は
、
支
払
停
止
さ
れ
る
。

第
三
七
巻
第
一
号

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

B
a
l
t
i
m
e
第
一
一
条
a
は
、
船
舶
の
稼
働
停
止
が
連
続
二
四
時
間
を
超
え
た
場
合
に
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
と
し
、

わ
が
国
の
書
式
は
、
稼
働
停
止
が
一
回
―
二
時
間
を
超
え
た
場
合
に
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
と
し
て
い
る

F
o
r
m
第
一
五
条
は
、
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
と
さ
れ
る
事
由
に
該
当
す
れ
ば
た
だ
ち
に
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
が
は
じ
ま
る
、
と
し
て
い
る
。

一
定
の
事
由
に
よ
り
船
舶
の
稼
働
が
停
止
し
た
場
合
に
傭
船
料
支
払
の
停

(
1
)
 

止
を
認
め
る
、
と
い
う
大
筋
で
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
と
さ
れ
る
事
由
は
大
同
小
異
と
い
う
べ
き
状
況
に
あ
る
。

Italtempo

に
お
け
る
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
に
関
す
る
条
項
を
以
下
に
み
て
み
よ
う
。

第
二
三
条

第
二
四
条

船
舶
の
使
用
不
能

「
艤
装
お
よ
び
ま
た
は
備
品
の
不
足
、
機
械
お
よ
び
そ
の
一
部
の
損
傷
、
船
体
の
損
害
ま
た
は
そ
の

他
の
事
故
に
よ
り
、
ま
た
は
、
維
持
作
業
に
よ
り
、
船
舶
が
連
続
二
四
時
間
（
ま
た
は
、
汽
罐
の
掃
除
の
場
合
あ
る
い
は
機
関
船
な
ら
ば

ビ
ス
ト
ン
の
検
査
の
場
合
は
連
続
四
八
時
間
）
を
超
え
る
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
時
点
で
求
め
ら
れ
た
給
付
を
な
し
え
な
い
状
況
に
あ
る

場
合
、
中
断
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
か
ら
船
舶
が
サ
ー
ビ
ス
中
断
の
時
点
に
存
在
し
た
航
路
上
の
同
一
の
地
点
ま
た
は
同
様
の
地
点
で
サ
ー

傭
船
料
支
払
停
止
期
間
中
の
燃
料
・
油
お
よ
び
水
の
消
費
は
、
傭
船
提
供
者
の
負
担
と
す
る
。

も
し
、
傭
船
の
使
用
不
能
が
連
続
…
…
•
•
…
•
日
を
超
え
る
場
合
、
傭
船
者
は
、
本
契
約
か
ら
退
く
権
利
を
有
す
る
。

傭
船
料
支
払
停
止
期
間
が
如
何
で
あ
れ
、
契
約
満
了
時
期
は
確
定
し
て
い
る
。
」

「
海
の
事
故
、
積
荷
に
関
す
る
事
由
ま
た
は
内
国
・
外
国
官
憲
の
措
置
に
よ
る
寄
港
の
場
合
は
、
妨
害
期
間
中
、

船
舶
が
修
繕
を
う
け
る
場
合
を
除
い
て
、
船
舶
の
使
用
不
能
に
つ
い
て
運
航
者
が
支
払
を
要
し
な
か
っ
た
費
用
を
控
除
し
た
傭
船
料
が
支

こ
の
よ
う
な
小
さ
な
差
異
は
、
他
に
も
多
く
あ
り
う
る
が
、

関
法

（
第
一
四
条
）
が
、

P
r
o
d
u
c
e
-

一
三
四

（
一
三
四
）



す
な
わ
ち
、
第
二
三
条
が
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
の
原
則
規
定
、

の
不
稼
働
が
生
じ
、
そ
れ
が
連
続
二
四
時
問
（
ま
た
は
、

は
連
続
四
八
時
間
）
以
上
続
け
ば
、

ー
ビ
ス
を
再
開
し
う
る
ま
で
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
が
続
く
、

し
え
な
い
の
で
、
燃
料
・
油
お
よ
び
水
の
消
費
は
、
船
舶
提
供
者
の
負
担
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
二
項
）
。

も
、
契
約
そ
の
も
の
が
停
止
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
傭
船
料
の
支
払
が
停
止
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
契
約
満
了
時
に
は
何
ら
の
影
響

超
え
る
と
き
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o
 

オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
と
み
な
さ
れ
、
船
舶
が
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
が
生
じ
た
時
点
に
存
在
し
た
場
所
で
サ

そ
れ
が
余
り
に
も
長
期
に
及
べ
ば
、
傭
船
者
の
船
舶
利
用
計
画
に
狂
い
が
生
じ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

日
数
を
定
め
て
お
き
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
が
そ
の
日
数
を
超
え
れ
ば
、

(
3
)
 

配
慮
は
、
傭
船
者
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。

―
―2

マ
~
二
で
若
千
の
検
討
を
試
み
た
第
三
七
条
に
お
い
て
も
、
船
底
掃
除
お
よ
び
塗
装
の
た
め
の
ド
ッ
ク
入
り
が
連
続
二
四
時
間
を

オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
と
さ
れ
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
四
条
は
、

定
と
い
う
ぺ
き
も
の
で
、
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
一
―
―
つ
の
事
由
に
よ
る
場
合
、
妨
害
期
間
中
も
傭
船
料
（
船
舶
提
供
者
が
船
舶
不
稼
働
に
よ

の
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
に
関
す
る
規
定
を
一
覧
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
大
筋
に
お
い
て
航
行
法
第
三
九
一
条
と
類
似
し
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
海
上
物
品
運
送
契
約
に
関
す
る
航
行
法
の
な
か
か
ら
第
四
二
九
条
一
項
を
ピ
ッ
ク
ア

ッ
プ
し
て
、
定
期
傭
船
契
約
書
の
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
条
項
お
よ
び
航
行
法
第
三
九
一
条
と
対
比
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

航
行
法
第
四
二
九
条
一
項

「
も
し
、
出
帆
後
、
船
長
が
不
可
抗
力
の
事
由
に
よ
り
修
繕
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
、
契
約
は
効
力
を

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

り
消
費
し
な
か
っ
た
費
用
を
控
除
し
て
）
は
支
払
わ
れ
る
。

も
及
ば
な
い
（
四
項
）
。

た
だ
、

オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
に
関
す
る
例
外
的
規

――――五

（―-―-五）

傭
船
者
に
契
約
か
ら
退
く
権
利
を
与
え
て
お
く
（
三
項
）
、

と
い
う

オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
が
生
じ
て

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
定
の
事
由
に
よ
り
船
舶

(
2
)
 

ボ
イ
ラ
ー
の
掃
除
の
場
合
あ
る
い
は
機
関
船
な
ら
ば
ビ
ス
ト
ン
の
検
査
の
場
合

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
1
期
間
中
、
傭
船
者
は
、
船
舶
を
使
用

一
項
に
お
い
て
、



第
三
七
巻
第
一
号

細
目
に
と
ら
わ
れ
ず
、
航
行
法
第
三
九
一
条
一
項
に
み
ら
れ
る
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
の
原
則
と
航
行
法
第
四
二
九
条
一
項
に
み
ら
れ
る
海

上
物
品
運
送
契
約
（
航
海
傭
船
契
約
）
に
お
け
る
遅
延
の
ケ
ー
ス
の
傭
船
料
支
払
の
原
則
と
を
対
比
し
て
み
よ
う
。

傭
船
者
の
責
に
帰
し
え
な
い
船
舶
の
不
稼
働
期
間
に
つ
い
て
は
傭
船
料
の
支
払
を
要
し
な
い
、
と
す
る
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
条
項
・
航
行

法
第
三
九
一
条
一
項
と
不
可
抗
力
に
よ
る
修
繕
期
間
中
の
遅
滞
に
つ
い
て
（
傭
船
者
の
責
に
帰
し
え
な
い
船
舶
の
不
稼
働
期
間
中
と
い
い

う
る
）
傭
船
料
の
割
引
す
ら
認
め
な
い
航
行
法
第
四
二
九
条
一
項
、
明
白
な
対
照
を
み
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
一
見
相
反
す
る
原
則
に
つ
い
て
、

Tulli0
は
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
の
み
傭
船
料
の
支
払
停
止
が
な
さ
れ
航
海
傭
船

契
約
に
お
い
て
は
傭
船
料
の
支
払
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
明
白
な
対
照
は
、
異
な
っ
た
傭
船
料
支
払
シ
ス
テ
ム
に
由
来
す
る
単
に
形
式
的

(

4

)

 

な
意
味
し
か
有
し
な
い
、
と
い
う
。
以
下
に
、
彼
の
主
張
を
追
っ
て
み
よ
う
。

「
実
質
的
に
は
、
よ
く
み
る
と
、
双
方
の
場
合
と
も
、
遅
延
の
危
険
、
す
な
わ
ち
、
作
業
の
困
難
さ
の
危
険
を

locatio
operis
の
原

則
に
し
た
が
っ
て
負
担
し
て
い
る
の
は
、

つ
ね
に
、
船
主
で
あ
る
。
危
険
負
担
の
様
式
が
異
な
っ
て
い
る
。
傭
船
料
が
確
定
し
て
い
る
航

海
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
危
険
は
、
長
び
い
た
期
間
に
つ
い
て
延
長
し
て
し
か
も
傭
船
料
割
増
に
よ
る
報
酬
を
う
け
る
こ
と
な
く
船
舶

維
持
の
負
担
を
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
傭
船
料
が
可
変
的
な
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
危
険
は
、
傭
船
料
減
額
の
予
測
に
よ
っ

て
の
み
引
き
受
け
ら
れ
る
。
も
し
、
実
際
に
、
傭
船
料
が
妨
害
期
間
中
も
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
船
主
は
、
船
舶
維
持
費
用

は
期
間
建
傭
船
料
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
の
危
険
も
負
担
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

傭
船
者
は
、
傭
船
料
が
可
変
的
で
な
く
確
定
的
な
額
で
定
め
ら
れ
て
い
れ
ば
支
払
う
は
ず
の
額
と
同
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
5
)
 

の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
条
項
は
、
単
に
み
せ
か
け
の
傭
船
料
減
額
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

維
持
し
、
そ
し
て
、
荷
送
人
は
傭
船
料
の
割
引
請
求
権
を
有
し
な
い
。
」

関
法

一
三
六

（
一
三
六
）



失
の
場
合
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

同
条
項
は
、
要
す
る
に
、
予
測
不
能
の
妨
害
が
発
生
し
な
け
れ
ば
支
払
う
べ
き
傭
船
料
と
同
額
を
支
払
う
よ
う
求
め
て
い
る
。
原
則
よ

り
も
、
む
し
ろ
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
特
定
の
場
合
（
明
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
航
行
法
第
三
九
一
条
二
項
）
に
傭
船

者
が
遅
滞
の
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

(

1

)

萩
原
・
前
掲
ニ
―
七
頁
。

(

2

)

最
近
、
ビ
ス
ト
ン
の
抜
取
検
査
な
ど
に
つ
い
て
規
定
す
る
契
約
書
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

ltaltempo
は
、
す
で
に
、

五
五
年
制
定
当
時
か
ら
、
こ
の
規
定
を
有
し
て
い
る
。

(
3
)
S
T
B
T
i
m
e
第
―
一
条
C

は
、
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
が
連
続
一
―

10
日
を
超
え
た
ら
傭
船
者
に
解
約
権
を
与
え
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o

第
二
三
条
三
項
は
、
当
事
者
が
日
数
を
合
意
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
が
一
定
日
数
を
超

え
る
と
契
約
を
解
約
す
る
（
契
約
か
ら
退
く
）
権
利
を
傭
船
者
に
認
め
る
、
と
い
う
配
慮
を
し
て
い
る
例
は
、
小
数
に
属
す
る
よ
う
で
あ
る
。

(
4
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 1
2
6
.
 

(
5
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
loco 
cit. 
e
 seg. 

――2
七

t-
――

舶
船
の
喪
失

日
の
二
四
時
か
ら
、

か
も
し
れ
な
い
。

船
舶
の
喪
失

と
い
う
事
実
が
、
航
海
傭
船
契
約
に
お
け
る
傭
船
料
支
払
と
の
差
異
と
し
て
残
る
の

傭
船
料
は
、
船
舶
が
傭
船
者
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
た
日
か
ら
返
船
の
日
ま
で
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
傭
船
者
の
傭
船
料
支
払
の

意
思
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
が
喪
失
し
た
場
合
、
そ
の
時
点
で
、
傭
船
料
支
払
は
終
了
す
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o

第
二
八
条
は
、
船
舶
の
喪

「
も
し
、
船
舶
が
喪
失
し
、
ま
た
は
、
音
信
不
通
に
よ
り
喪
失
し
た
と
み
な
さ
れ
た
場
合
、
傭
船
は
、
喪
失
の
生
じ
た

ま
た
は
、
最
後
の
音
信
の
あ
っ
た
日
か
ら
、
失
効
す
る
＂
先
払
い
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
報
酬
は
、
そ
の
時
期
を
超
え
る

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

―――＿七

（
二

1

一七）

一九



第
三
七
巻
第
一
号

期
間
に
つ
い
て
は
、
傭
船
者
に
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

）
れ
ら
の
規
定
は
、
傭
船
者
が
え
た
有
効

後
段
の
規
定
（
船
舶
喪
失
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
の
傭
船
料
の
返
還
）
は
、
航
行
法
第
一
二
九
二
条
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、

他
の
定
期
傭
船
契
約
書
も
採
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
何
故
、
船
舶
喪
失
時
期
を
も
っ
て
傭
船
料
支
払
が
確
定
的
に
終
了
し
て
し
ま
う
の
か
を
考
え
る
べ

う
大
筋
に
お
い
て
は
、
作
業
の
賃
貸
借

(locatio
o
p
e
r
i
s
)
 

き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
航
行
法
第
四
二
九
条
二
項
は
、
船
舶
が
修
繕
不
能
・
長
期
の
修
繕
を
要
す
る
場
合
ま
た
は
航
海
が
そ
の
他
の

(
1
)
 

不
可
抗
力
の
事
由
に
よ
り
打
切
•
長
期
遅
延
し
た
場
合
、
有
効
に
通
過
し
た
行
程
に
応
じ
て
傭
船
料
の
支
払
を
な
す
べ
し
、
と
す
る
も
の

(
2
)
 

で
あ
る
。
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
多
く
の
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
有
効
に
え
ら
れ
た
結
果
に
応
じ
て
対
価
を
支
払
う
、
と
い

(
3
)
 

の
原
則
に
一
致
す
る
も
の
、
と
解
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
筆
者
の
み
た
総
て
の
定
期
傭
船
契
約
書
は
、

Ital
t
e
m
p
o

第
二
八
条
に
類
似
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
す
で
に
み
た
よ
う

に
、
航
行
法
第
三
九
二
条
が
そ
れ
ら
の
契
約
書
の
規
定
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

な
結
果
を
全
く
捨
象
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
傭
船
者
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
目
的
港
に
向
か
っ
て
い
る
途
中
に
船
舶
が
喪
失
し
た

場
合
、

そ
の
喪
失
時
点
が
傭
船
料
計
算
の
終
了
時
点
と
さ
れ
、
そ
の
時
点
に
船
舶
が
何
処
ま
で
到
達
し
て
い
た
か
（
有
効
な
結
果
）
は
考

量
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
船
舶
喪
失
の
場
合
の
傭
船
料
計
算
方
法
は
、
物
の
賃
貸
借

(locatio
rei) 

(
4
)
 

則
に
一
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

関
法

に
お
け
る
原

(

1

)

航
行
法
第
四
二
九
条
二
項
「
も
し
、
船
舶
が
修
繕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
長
期
間
を
要
す
る
場
合
ま
た
は
航
海
が
そ
の
他
の
不
可
抗
力
の
事

由
に
よ
り
打
切
り
あ
る
い
は
長
期
的
に
遅
延
す
る
場
合
、
船
長
が
荷
送
人
の
た
め
他
の
船
舶
に
よ
っ
て
運
送
品
を
目
的
地
に
送
付
す
る
た
め
で
き

る
だ
け
の
こ
と
を
つ
く
し
た
な
ら
ば
、
有
効
に
通
過
し
た
行
程
に
応
じ
て
、
傭
船
料
は
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

一
三
八

（
一
三
八
）



の
義
務
の
履
行
に
つ
き
、
運
行
者
に
対
し
て
つ
ね
に
責
を
負
い
つ
づ
け
る
。
」

傭
船
者
と
し
て
は
、
傭
船
料
市
場
が
騰
貴
し
た
場
合
、
船
舶
提
供
者
に
支
払
う
べ
き
傭
船
料
に
自
己
の
利
益
を
加
算
し
た
額
の
（
再
）

傭
船
料
を
得
て
第
三
者
に
再
傭
船
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
都
合
の
よ
い
こ
と
は
な
い
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
四
一
条
に
よ
る
と
（
他
の
多
く
の
定
期
傭
船
契
約
書
に
よ
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
が
）
、
傭
船
者
は
、
当
初
の
義
務
を
履
行

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

再
傭
船

(
1
)
 

通
常
、
定
期
傭
船
契
約
書
に
は
、
再
傭
船
を
原
則
的
に
許
容
す
る
明
示
的
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、

「
傭
船
者
は
、
運
航
者
に
通
知
を
し
て
、
船
舶
を
再
傭
船
に
供
す
る
権
限
を
有
す
る
が
、
本
契
約
に
よ
っ
て
負
担
し
た
総
て

簡
略
な
規
定
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o

第
四
一
条
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ニ
2
八

再

傭

船

(

2

)

こ
こ
に
み
る
割
合
運
送
賃
が
わ
が
国
の
商
法
第
七
六

0
条
二
項
、
第
七
六
一
条
二
項
に
み
ら
れ
る
そ
れ
と
異
な
り
、
航
海
の
難
易
な
ど
諸
般
の

事
情
を
考
量
せ
ず
、
単
に
、
到
達
距
離
の
全
行
程
に
対
す
る
割
合
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は

批
判
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
商
法
の
割
合
運
送
賃
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
も
、
明
確
性
・
統
一
性
を
欠
く
、
と
い

っ
た
批
判
も
あ
り
え
よ
う
。

通
常
、
航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
傭
船
料
（
運
送
賃
）
は
、
全
額
確
定
取
得
の
合
意
が
な
さ
れ
る
の
で
、
割
合
運
送
賃
の
計
算
が
実
際
に

な
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
イ
ク
リ
ア
に
お
い
て
も
、
確
定
取
得
の
合
意
の
有
効
性
は
確
認
さ
れ
て
い
る
（
カ
ク
ー
ニ
ア
控
訴
院
一
九
五

七
年
一
月
八
日
判
決
•
R
i
v
i
s
t
a
del 
diritto 
della 
navigazione, 1
9
5
7
 
II, 
pag. 3
2
6
)
。

(
3
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 1
2
2
.
 

(
4
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 
cit••pag. 

1
2
3

も
い
う
よ
う
に
、
定
期
傭
船
契
約
を

locatio
rei
と
考
え
て
い
た
こ
と
の
な
ご
り
が
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、

M
a
c
k
r
e
l
l
v. 
S
i
m
o
n
d
 (
1
7
7
6〕

2

Chit. 6
6
6
 

(
萩
原
・
i

即
掲
=
二
六
頁
に
紹
介
あ
り
)
あ
た
り
に
す
で
に
み
ら

れ
る
傭
船
者
に
好
都
合
な
結
論
を
避
け
る
た
め
、
船
舶
喪
失
の
日
ま
で
傭
船
料
を
取
得
し
う
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
三
九

（
一
三
九
）



(

1

)

 

(

2

)

 

す
る
、

第
三
七
巻
第
一
号

と
い
う
こ
と
ぱ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ

（
一
四

0
)

(
2
)
 

と
い
う
条
件
さ
え
負
担
す
れ
ば
、
あ
と
は
、
船
舶
提
供
者
に
再
傭
船
の
通
知
を
す
る
だ
け
で
、
再
傭
船
を
な
し
う
る
。
船
舶
提
供

者
の
同
意
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
条
の
規
定
は
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
船
舶
提
供
者
と
し
て
も
、
傭
船
者
と

契
約
を
締
結
し
た
時
点
で
自
己
の
満
足
す
べ
き
利
益
は
傭
船
料
に
お
り
込
ん
で
あ
る
か
ら
、
傭
船
者
が
契
約
上
の
義
務
・
負
担
さ
え
守
っ

て
く
れ
さ
え
す
れ
ば
、
現
実
に
誰
の
運
送
品
が
積
み
込
ま
れ
よ
う
と
も
、
無
関
心
で
い
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

(
3
)
 

P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
前
文
は
、

Ital
t
e
m
p
o
第
四
一
条
が
要
求
し
て
い
る
通
知
を
要
求
し
て
い
な
い
（
少
な
く
と
も
、
明
示
的
に
は
）
。
ま

た、

M
o
b
i
l
t
i
m
e
第
二
四
条
b
に
よ
る
と
、
再
傭
船
者
が
モ
ー
ビ
ル
オ
イ
ル
の
関
連
会
社
か
子
会
社
で
あ
れ
ば
、
傭
船
者
は
当
初
の
契
約

の
義
務
の
履
行
の
責
を
任
じ
る
必
要
は
な
い
。
さ
ら
に
、

O
i
l
T
a
n
k
 V
e
s
s
e
l
第
二

0
条
は
、
「
C
h
a
r
t
e
r
e
r
s
to 
h
a
v
e
 t
h
e
 liberty o
f
 

s
u
bー

letting
this 
V
e
s
s
e
l
 o
n
 A
d
m
i
r
a
l
t
y
 o
r
 o
t
h
e
r
 service.
」
と
の
み
岨
必
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
船
舶
提
供
者
が
再
傭
船
に
こ
れ
ほ

ど
に
無
関
心
で
い
ら
れ
る
の
は
、
船
舶
の
運
航
を
司
る
者
が
傭
船
者
や
再
傭
船
者
で
は
な
く
自
分
自
身
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、

船
舶
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
転
貸
借
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
契
約
か
ら
生
じ
る
権
利
の
譲
渡
さ
え
、
原
則
と
し
て
、
禁
止
さ
れ
て
い

(
4
)
 

る
。
こ
こ
に
、
定
期
傭
船
契
約
と
船
舶
賃
貸
借
契
約
の
本
質
の
差
を
表
す
要
素
の
ひ
と
つ
を
み
る
思
い
が
す
る
。

な
お
、
英
文
の
定
期
傭
船
契
約
書
お
よ
び
船
舶
賃
貸
借
契
約
書
で
は
、

と
も
に
「
s
u
b
l
e
t」

の
た
め
、
こ
の
文
言
も
定
期
傭
船
契
約
の
本
質
を
理
解
す
る
う
え
で
あ
ら
ぬ
誤
解
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
ひ
と
つ
、
と
い
い
う
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

Italscafo
第
二
三
条
で
は
「
s
u
b
l
o
c
a
r
e
(
転
貸
借
）
」
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
四
一
条
で
は
「
s
u
b
n
o
l
e
g
g
i
a
r
e
(
再
傭

船
）
」
と
こ
と
ば
が
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
と
ば
が
本
質
の
理
解
の
妨
げ
に
な
る
心
配
は
な
い
。

例
外
は

Coasthire0

Baltime
第
二

0
条
と
実
質
的
に
は
同
一
の
規
定
で
あ
る
、
と
い
い
う
る
。
こ
の
ク
イ
プ
の
規
定
は
、
多
く
の
定
期
傭
船
契
約
書
に
よ
っ
て
採

関
法

一
四
〇



で、

一四

つ
ぎ
の
傭
船
契
約
締
結
に
適

用
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
S
h
e
l
l
t
i
m
e
 3

第
一
六
条
も
、
通
知
を
要
求
し
て
い
な
い
。

(

4

)

借
主
・
転
借
主
が
船
舶
の
運
航
を
司
る
た
め
、
借
主
・
転
借
主
に
よ
っ
て
は
船
舶
に
予
測
も
つ
か
な
い
物
理
的
・
法
律
的
損
害
（
物
的
損
傷
・

海
事
先
取
特
権
の
発
生
）
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
拙
稿
「
イ
タ
リ
ア
法
に
お
け
る
船
舶
賃
貸
借
(
-
―
-
）
」
•
関
大
法
学
論
集
三
四
巻

二
号
二
九
四
頁
）
。

定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
傭
船
開
始
時
の
船
舶
提
供
者
の
船
舶
提
供
義
務
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
傭
船
終
了
時
の
傭
船
者

の
返
船
義
務
が
あ
る
。
「
返
船
」
と
い
う
こ
と
ば
が
定
期
傭
船
契
約
の
本
質
を
理
解
す
る
う
え
で
、
何
ら
か
の
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
も
の

(
1
)

（

2
)
 

で
あ
れ
ば
、
委
ね
ら
れ
て
い
た
船
舶
の
使
用
を
全
面
的
に
船
舶
提
供
者
に
戻
す
行
為
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
運
送
品
が
全
部
陸
揚
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
船
舶
提
供
者
は
、
船
舶
の
使
用
が
全
面
的
に
可
能
に
な
る
の

「
返
船
」
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
傭
船
者
に
一
定
期
間
の
船
舶
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る

関
係
か
ら
、
当
然
、
そ
の
傭
船
期
間
満
了
時
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二

t-
―2
二
で

I
t
a
l
t
e
m
p
o

第
二
条
を
み
て
い
る
）
。

そ
し
て
、
傭
船
期
間
中
、
傭
船
者
に
よ
っ
て
航
海
の
指
示
が
な
さ
れ
る
に
せ
よ
、
傭
船
期
間
満
了
時
の
船
舶
の
動
静
を
あ
ら
か
じ
め
定
め

て
お
か
な
け
れ
ば
、
船
舶
提
供
者
に
き
わ
め
て
不
利
な
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

し
な
い
場
所
で
返
船
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
通
常
、
定
期
傭
船
契
約
書
に
は
、
返
船
場
所
・
日
時
、
船
舶
提

供
者
に
な
す
べ
き
返
船
の
通
知
、
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
傭
船
者
の
な
す
べ
き
修
繕
義
務
な
ど
を
規
定
し
た
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
も

し
、
こ
れ
ら
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
当
事
者
間
に
度
々
紛
争
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
る
の
で
、
上
記
の
規
定
は
重
要
な
意
味
を
有

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

二
2
九

返

船

（
一
四
一
）



る）。

し
た
が
っ
て
、

（
計
算
）
に
つ
い
て
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

が
よ
く
生
じ
る
。

定
期
傭
船
契
約
書
の
多
く
に
は
、

た
と
え
ば
、

O
i
l
T
a
n
k
 
V
e
s
s
e
l

第
二
四

返
船
遅
滞
が
生
じ
た
場
合
の
遅
滞
期
間
の
傭
船
料
の
支
払

時
の
あ
い
だ
に
、
返
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
返
船
日
は
、
反
対
の
合
意
が
な
い
か
ぎ
り
、

傭
船
者
は
、
書
面
で
も
っ
て
、
少
な
く
と
も
一

0
日
前
に
、
返
船
予
定
日
を
運
航
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

船
舶
は
、
通
常
の
消
耗
を
除
き
、
引
渡
時
と
同
様
の
良
好
な
状
態
で
返
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
傭
船
者
の
費
用
で
修
繕
が
必
要

な
場
合
、
傭
船
者
は
、
返
船
前
に
修
繕
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

た
と
え
、
返
船
場
所
・
日
時
が
定
め
ら
れ
た
に
せ
よ
、
船
舶
に
と
っ
て
、
長
期
間
の
航
海
の
の
ち
、
定
め
ら
れ
た
場
所
に
寸
分
の
狂
い

も
な
く
定
め
ら
れ
た
日
時
に
到
着
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
傭
船
者
が
そ
の
日
時
に
返
船
で
き
な
い
ケ
ー
ス
（
と
り
わ
け
、

返
船
遅
滞
）

そ
こ
で
、

P
r
o
d
u
c
e
,
F
o
r
m
な
ど
に
は
、
返
船
遅
滞
期
間
の
傭
船
料
支
払
に
つ
い
て
規
定
が
な
い
。
そ
れ
は
、
傭
船
期
間
の
定
め
に
「
約
」
が
つ

い
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
期
日
に
返
船
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
考
量
し
て
、
傭
船
期
間
に
伸
縮
性
を
も
た
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
、
明
示
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
伸
縮
は
、
傭
船
者
の
任
意
で
あ
る
（
通
常
、
伸
縮
の
最
大
限
が
合
意
さ
れ

(
4
)
 

そ
の
か
ぎ
り
で
、
返
船
遅
滞
は
生
じ
な
い
の
で
、
遅
滞
期
間
の
傭
船
料
支
払
に
関
す
る
規
定
が
な
い
の
で
あ
る
。

返
船
遅
滞
期
間
の
傭
船
料
支
払
に
関
す
る
規
定
を
有
す
る
定
期
傭
船
契
約
書
に
戻
ろ
う
。

は
な
ら
な
い
。

返
船
港

「
契
約
満
了
時
に
、
傭
船
は
、
…
…
…
…
港
に
お
い
て
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o
第
一
五
条
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

関
法
第
三
七
巻
第
一
号

(
3
)
 

す
る
の
で
あ
る
。

（
一
四
二
）

八
時
か
ら
一
八
時
の
あ
い
だ
に
、
土
曜
日
の
場
合
八
時
か
ら
一
四

日
曜
日
ま
た
は
法
定
の
休
日
で
あ
っ
て

一四



条
第
二
文
や

T
e
x
a
:
c
o
t
i
m
e
2

第
一
一
条
第
二
文
は
、
返
船
遅
滞
期
間
の
傭
船
料
を
傭
船
期
間
中
の
そ
れ
と
同
額
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ

(
5
)
 

う
な
規
定
は
、
傭
船
者
に
有
利
と
い
い
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
遅
滞
期
間
中
に
、
傭
船
料
市
場
が
上
昇
し
た
と
し
て
も
、
約
定
の
傭
船
料
支

T
r
a
n
s
t
i
m
e
 1
9
4
6

第
七
条
三
項
も
、
返
船
遅
滞
期
間
の
傭
船
料
を
傭
船
期
間
中
の
そ
れ
と
同
額
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、

'̂provided

it 
c
o
u
l
d
 
d
e
 r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
 
calculated that t
h
e
 v
o
y
a
g
e
 w
o
u
l
d
 a
l
l
o
w
 reー
deliverly
a
b
o
u
t
 t
h
e
 t
i
m
e
 fixed 
for t
h
e
 
ter, 

m
i
n
a
t
i
o
n
 

な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
反
し
、

B
a
l
t
i
m
e
第
七
条
三
項
や

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
一
六
条
は
、
船
舶
提
供
者
に
有
利
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
（
お
そ
ら
く
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
に
つ
い
て
も
そ
う
い
え
る
で
あ
ろ
う
）
。
周
知
の
ご
と
く
、

B
a
l
t
i
m
e
第
七
条
三
項
は
、

T
r
a
n
s
t
i
m
e
1
9
4
6

第
七
条
三
項
と

stipulated 
herein,, 

に
傭
船
料
市
場
が
上
昇
し
た
場
合
、
約
定
の
傭
船
料
と
の
差
額
が
船
舶
提
供
者
の
損
失
と
な
っ
た
が
、

B
a
l
t
i
m
e
の
も
と
で
は
、
船
舶
提

供
者
は
、
そ
の
損
失
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
船
舶
提
供
者
に
有
利
、

先
に
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o
第
一
六
条
も
、

B
a
l
t
i
m
e
第
七
条
三
項
と
同
様
に
、
船
舶
提
供
者
に
有
利
に
な
っ
て
い
る
、

航
海
期
間
の
超
過

規
定
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
い
う
規
定
に
な
っ
て
い
る
。

「
契
約
満
了
時
に
船
舶
が
航
行
中
の
場
合
、
航
海
が
お
よ
そ
契
約
満
了
時
内
に
終
了
す
る
と
計
算
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
れ
ば
、
…
…
…
…
日
間
を
超
え
な
い
か
ぎ
り
は
、
本
契
約
は
、
航
海
の
終
了
ま
で
、
同
一
条
件
で
黙
示
的
に
延
長
さ
れ
る
も
の
、

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

同
一
条
件

(
p
r
o
v
i
d
e
d
:
・
・
:
）

を
有
し
な
が
ら
、

払
で
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。

'̂the C
h
a
r
t
e
r
e
r
s
 to 
p
a
y
 t
h
e
 m
a
r
k
e
t
 rate 
if 
h
i
g
h
e
r
 t
h
a
n
 t
h
e
 
rate 

Oil T
a
n
k
 V
e
s
s
e
l
や

T
r
a
n
s
t
i
m
e
1
9
4
6

の
も
と
で
は
、
返
船
遅
滞
期
間
中

と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

一四一

l-
と
い
っ
た
が
、
そ
の

（
一
四
三
）

と



と

s
e
m
p
r
e
c
h
e
:
．
に
は
じ
ま
る
後
者
の
そ
れ
で
あ
る
。

第
三
七
巻
第
一
号

す
る
。
も
し
、
こ
の
期
間
を
超
過
し
た
場
合
、
そ
の
超
過
期
間
に
つ
い
て
の
傭
船
料
は
二
倍
の
額
に
な
る
。
」

（
一
四
四
）

第
一
文
は
、
契
約
期
間
満
了
時
か
ら
さ
ら
に
一
定
期
間
に
つ
い
て
は
、
航
海
が
契
約
期
間
満
了
時
内
に
終
了
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て

い
た

(
s
e
m
p
r
e
c
h
e
il 
m
e
d
e
s
i
m
o
 sia 
stato 
calcolato 
in 
m
o
d
o
 d
a
 ultimarsi 
all'incirca 
entro la 
s
c
a
d
e
n
z
a
 del 
con, 

tratto)
、
と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
傭
船
料
は
約
定
の
も
の
と
同
額
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、

T
r
a
n
s
t
i
m
e
1
9
4
6
 

第
七
条
三
項
と
同
様
の
規
定
、

と
い
い
う
る
。
し
か
し
、
第
二
文
は
、
そ
の
一
定
期
間
を
さ
ら
に
超
過
す
る
と
、
そ
の
超
過
期
間
に
つ
い

て
は
、
約
定
の
傭
船
料
の
二
倍
の
額
の
支
払
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
間
に
傭
船
料
市
場
が
二
倍
に
騰
貴
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
を
除
き
、
船
舶
提
供
者
に
有
利
な
規
定
、

と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、

B
a
l
t
i
m
e
第
七
条
三
項
と

Ital
t
e
m
p
o
第
一
六
条
の
本
質
的
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
前
者
が
契
約
期
間
満
了

後
に
は
約
定
の
傭
船
料
よ
り
高
く
な
っ
て
い
れ
ば
市
場
値
で
の
傭
船
料
支
払
を
求
め
、
後
者
が
契
約
期
間
満
了
後
の
さ
ら
に
一
定
期
間
後

に
約
定
傭
船
料
の
二
倍
の
額
の
支
払
を
求
め
て
い
る
、

と
い
う
点
に
差
異
を
求
め
う
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
挿
入
句
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

p
r
o
v
i
d
e
d
:
．
に
は
じ
ま
る
前
者
の

(
T
r
a
s
t
i
m
e
1
9
4
6

第
七
条
一
二
項
の
そ
れ
と
同
一
）
挿
入
句
（
条
件
）

(
6
)
 

B
a
l
t
i
m
e
第
七
条
三
項
の
解
釈
に
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、

H
e
c
t
o
r
v. 
S
o
v
f
r
a
c
h
t
で
あ
ろ
う
。
本
件
に
お
い
て
は
、
上
記

の
挿
入
句
は
当
事
者
に
よ
っ
て
抹
消
さ
れ
て
い
る
の
で
、
第
七
条
三
項
の
解
釈
に
ど
れ
ほ
ど
の
拘
束
力
を
有
す
る
の
か
、
筆
者
に
は
判
断

が
困
難
で
あ
る
が
、
有
力
な
手
掛
か
り
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
、

関
法

と
思
わ
れ
る
。
同
事
件
で
は
、
契
約
期
間
満
了
時
が
尊
重
さ
れ

る
こ
と
な
く
最
終
航
海
が
指
示
さ
れ
た
場
合
の
み
、
市
場
相
場
で
の
傭
船
料
の
支
払
が
求
め
ら
れ
る
旨
の
判
示
が
な
さ
れ
た
。
逆
に
、
船

舶
が
契
約
期
間
満
了
時
に
間
に
合
う
こ
と
が
合
理
的
に
予
知
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

た
と
え
、
返
船
遅
滞
が
生
じ
て
も
、
約
定
の
傭
船

一
四
四



一
四
五

(

7

)

 

料
の
支
払
で
足
り
る
。
も
し
、

p
r
o
v
i
d
e
d
以
下
の
挿
入
句
が
抹
消
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
疑
問
の
余
地
の
な
い
判
断
で
あ
ろ
う
。

返
船
遅
滞
が
予
見
不
能
の
場
合
に
は
適
用
が
困
難
（
不
能
）
な

B
a
l
t
i
m
e
第
七
条
三
項
に
対
し
て
、

Italtempo
第
一
六
条
は
、
予
見

(
8
)
 

不
能
の
遅
滞
の
場
合
に
も
適
用
が
あ
り
う
る
、
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
挿
入
句
の
な
か
に
あ
る

'̂reasonably,,

に
相
当
す

す
る

6"ragionevolmente,,
が

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
一
六
条
の
挿
入
句
に
お
い
て
は
意
図
的
に
外
さ
れ
て
い
る
。

Italtempo
第
一
六
条
は
、

少
な
く
と
も
そ
の
文
言
上
は
、
航
海
終
了
に
関
す
る
予
測
の
「
合
理
性
」
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。

返
船
時
期
・
遅
滞
期
間
中
の
傭
船
料
に
関
す
る
規
定
の
解
釈
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
規
定
が
航
海
傭
船
契
約
書

に
は
み
ら
れ
な
い
（
船
舶
賃
貸
借
契
約
書
に
は
み
ら
れ
る
）
と
い
う
事
実
が
、
定
期
傭
船
契
約
の
本
質
（
法
的
性
質
）
と
ど
う
結
び
つ
く

の
か
を
見
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
所
の
初
頭
で
若
干
論
及
し
て
い
る
が
、
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
確
認

し
て
お
く
。

航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
船
舶
の
な
す
ぺ
き
航
海
は
契
約
締
結
時
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
合
意
さ
れ
た
航
海
の
終
了
時
以
外
に
契

約
満
了
は
あ
り
え
な
い
、

と
い
う
事
実
が
、
返
船
遅
滞
に
関
す
る
規
定
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
船

舶
の
な
す
ぺ
き
航
海
は
（
通
常
）
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
契
約
開
始
後
、
傭
船
者
に
よ
っ
て
指
示
が
な
さ
れ
る
の
で
、
契
約
期
間
は
自
ず

(
9
)
 

か
ら
概
算
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
故
、
返
船
（
場
所
・
時
期
お
よ
び
遅
滞
期
間
中
の
傭
船
料
）
規
定
を
必
要
と
す
る
。

こ
の
ち
が
い
は
、
航
海
傭
船
契
約
と
定
期
傭
船
契
約
の
本
質
的
差
異
に
ま
で
達
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、C
o
a
s
t
h
~
r
e

を
み

(10) 

て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、

Baltirrte
に
範
を
と
っ
た
も
の
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
航
海
が
あ
ら
か
じ
め
特
定
さ
れ
て
お

り
（
第
一
条
）
、
さ
ら
に
、

一
日
あ
た
り
で
計
算
さ
れ
る
傭
船
料
の
週
先
払
い
が
約
定
さ
れ
て
い
る
（
第
八
条
）
。
人
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ

(11) 

を
航
海
傭
船
契
約
の
範
疇
に
入
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
定
期
傭
船
契
約
書
に
み
ら
れ
る
も
の
に
類
似
す
る
規
定
を
多
く

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

(
]
四
五
）



と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

関
法

第
三
七
巻
第
一
号

(12) 

見
出
し
う
る
。
多
分
、
定
期
傭
船
契
約
の
範
疇
に
入
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

C
o
a
s
t
h
i
r
e

あ
ら
か
じ
め
予
定
さ
れ
て
お
り
（
航
海
傭
船
契
約
に
お
け
る
と
同
様
、

契
約
満
了
時
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
等
し
い
）
、

返
船
遅
滞
は
生

に
お
い
て
は
、
船
舶
が
な
す
べ
き
航
海
が

じ
な
い
。
定
期
傭
船
契
約
と
定
期
傭
船
契
約
の
差
異
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
返
船
遅
滞
に
関
す
る
規
定
に
多
く
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
、

(
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す
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ら
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3
.
 

(
4
)
P
a
p
a
g
n
o
;
0
p
.
 cit., 
p
a
g
.
 
44・ 

(
5
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 
104. 

(

6

)

〔

1
9
4
5
L
J
7
8

LL L. R
e
p
.
 2
7
5
.
 
~
I
!
!
!
§
•

前
掲
一
七
0
頁
に
若
干
の
紹
介
が
あ
る
。

(

7

)

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
判
断
が
な
さ
れ
る
背
景
に
は
、
返
船
遅
滞
に
関
し
て
当
事
者
の
合
意
が
な
い
場
合
、
合
理
的
理
由
の
あ
る
遅
滞
に
つ

い
て
は
契
約
に
定
め
ら
れ
た
傭
船
料
の
支
払
で
足
り
る
、
と
す
る
考
え

(
L
o
n
d
o
n
a
n
d
 
O
v
e
r
s
e
a
s
 
Freighters 
v. 
T
i
m
b
e
r
 
S
h
i
p
p
i
n
g
 

〔

1
9
7
1
L
J
1

L
l
o
y
d
'
s
 R
e
p
.
 5
2
3
)

が
描
U

た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

C

(
8
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 
cit••pag. 

106. 

(
9
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 
cit••loco 

cit. 

(
1
0
)
P
a
p
a
g
n
o
;
0
p
.
 cit.

p`ag. 2
4
.

イ
ギ
リ
ス
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
間
の
航
海
に
供
さ
れ
る
中
小
型
船
用
の
傭
船
契
約
書
で
あ
る
。

(
1
1
)
S
p
a
s
i
a
n
o
;
0
p
.
 cit••pag. 

2
5
9
.
 

(
1
2
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
loco 
cit. 

一
四
六

（
一
四
六
）



ま
が
り
な
り
に
も
、
定
期
傭
船
契
約
書
の
主
要
な
条
項
の
分
析
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、

期
傭
船
契
約
の
法
的
性
質
の
問
題
解
決
へ
と
進
み
う
る
も
の
、

各
条
項
を
分
析
し
て
も
何
も
え
ら
れ
な
い
、

を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
定
期
傭
船
契
約
と
い
う
社
会
的
・
経
済
的
経
験
を
あ
え
て
す
で
に
立
法
さ
れ
た
枠
組
の
い
ず
れ
か

に
お
し
込
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
、
そ
の
契
約
書
全
体
（
あ
る
い
は
、
主
要
部
分
）
の
分
析
が
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確

(
2
)
 

か
で
あ
る
。

そ
の
不
可
欠
な
作
業
を
終
え
た
段
階
で
、
定
期
傭
船
契
約
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
定
期
傭
船
契
約
を
如
何
に
位
置

(
3
)
 

づ
け
る
か
、
そ
れ
は
解
決
可
能
な
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

イ
タ
リ
ア
法
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
周
知
の
と
お
り
、
契
約
類
型
を
特
色
づ
け
る
要
素
は
、
つ
ね
に
、
カ
ウ
ザ

(
4
)
 

め
ら
れ
て
き
た
。
あ
る
い
は
、
少
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
契
約
上
の
主
要
な
給
付
の
も
つ
性
質
に
求
め
う
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
（
こ
こ
で
、
非
オ
な
筆
者
に
カ
ウ
ザ
の
本
質
論
へ
の
立
入
を
要
求
す
る
の
は
無
益
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
窪
田
・
定
期
傭
船
契
約
法

序
説
・
ニ
ニ
七
頁
以
下
に
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
）
。
単
な
る
類
語
反
覆
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

(
5
)
 

的
・
社
会
的
機
能
で
あ
る
、
と
す
る
と
、
定
期
傭
船
契
約
の
そ
れ
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
。
大
雑
把
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
適
当
な
船
舶
で

物
品
を
運
送
す
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
定
期
傭
船
契
約
の
経
済
的
・
社
会
的
機
能
は
、
航
海
傭
船
契

(
6
)
 

約
の
そ
れ
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
当
事
者
の
主
要
な
給
付
も
、
定
期
傭
船
契
約
と
航
傭
海
船
契
約
で
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

結

章

一
四
七

つ
ぎ
の
段
階
と
し
て
、
定

と
思
わ
れ
る
。

(
1
)
 

と
い
う
（
悲
観
的
）
見
解
に
対
し
て
は
、
筆
者
自
身
の
も
の
と
し
て
は
、
反
論
の
こ
と
ば

(
c
a
u
s
a
)
 

（
一
四
七
） カ

ウ
ザ
と
は
経
済

の
な
か
に
求



第
三
七
巻
第
一
号

「
傭
船
者
は
、
運
送
に
関
す
る
総
て
の
作
業
を
そ

（
一
四
八
）

す
な
わ
ち
、
船
舶
提
供
者
の
な
す
べ
き
主
要
な
給
付
は
、
ま
ず
、
適
当
な
船
舶
を
提
供
し
、
そ
れ
で
航
海
（
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い

る
か
、
傭
船
者
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
か
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
）
を
完
遂
し
、
そ
し
て
、
目
的
港
へ
物
品
を
運
送
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
傭
船
者
の
主
要
な
給
付
は
、
契
約
で
定
め
ら
れ
た
傭
船
料
・
費
用
（
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
て
い
る
か
、
期
間
建
に
な
っ
て

(

7

)

 

い
る
の
で
契
約
終
了
ま
で
確
定
し
な
い
_
—
ー
計
算
方
法
は
確
定
し
て
い
る
ー
ー
か
の
差
は
あ
る
）
の
支
払
を
な
す
こ
と
に
あ
る
。

(

1

)

窪
田
「
定
期
傭
船
契
約
法
序
説
」
一
八
一
頁
。

(

2

)

谷
川
久
「
定
期
傭
船
契
約
の
法
的
構
成
⇔
」
法
学
協
会
雑
誌
七
二
巻
六
号
六
二
四
頁
。

(

3

)

と
り
わ
け
、
わ
が
国
の
よ
う
に
、
定
期
傭
船
契
約
に
類
似
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
と
運
送
契
約
し
か
立
法
さ
れ

て
い
な
い
場
合
（
イ
ク
リ
ア
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
傭
船
契
約
が
加
わ
る
）
、
定
期
傭
船
契
約
は
い
ず
れ
か
に
組
み
込
ま
れ
る
し
か
な
い
。

(
4
)
通
説
・
判
例
（
破
棄
院
一
九
七
一
年
四
月
七
日
判
決
・
一
0
二
五
番
•
F
o
r
oitaliano 1
9
7
1
,
 colo. 2
5
7
4
)
。

(

5

)

窪
田
・
前
掲
一
四
八
頁
、

T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
cit., 
p
a
g
 19
1
.
 

(
6
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
loco 
cit. 

(
7
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 
cit••pag. 

1
9
2
.
 

定
期
傭
船
契
約
と
航
海
傭
船
契
約
が
同
一
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
も
は
や
、
定
期
傭
船
契
約
と
船
舶
賃
貸
借
契

約
の
異
同
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
は
な
い
、

給
契
約
の
混
合
契
約
で
あ
る
、

関
法

と
い
い
う
る
。
し
か
し
、
定
期
傭
船
契
約
を
船
舶
賃
貸
借
契
約
と
船
長
・
乗
組
員
の
労
務
供

と
す
る
根
強
い
見
解
に
対
し
て
、
あ
え
て
、
再
度
の
説
得
を
試
み
て
お
く
。

イ
ク
リ
ア
に
お
い
て
も
、
航
行
法
施
行
前
、
当
時
学
界
に
君
臨
し
た

G
r
a
z
i
a
n
i

は
、
定
期
傭
船
契
約
は
船
舶
賃
貸
借
契
約
の
性
質
を

(
1
)
 

有
す
る
、
と
強
く
主
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
航
行
法
施
行
後
も
、

C
o
b
i
a
n
c
h
i
は、

の
責
任
に
お
い
て
そ
し
て
そ
の
指
示
に
基
づ
き
実
行
す
る
た
め
彼
に
よ
っ
て
任
務
を
与
え
ら
れ
た
船
長
を
介
し
て
、
当
該
船
舶
を
占
有
し

一
四
八



一
条
）
に
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

て
い
る
も
の
、

い
て
は
、
す
で
に
克
服
さ
れ
た
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、

一
四
九

(
2
)
 

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
定
期
傭
船
契
約
に
船
舶
賃
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
を
認
め
た
稀
な
例
外

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

G
r
z
i
a
n
i

が
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
定
期
傭
船
契
約
書
が
運
送
契
約
の
規
定
と
似
か
よ

(
3
)
 

っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
以
来
、
定
期
傭
船
契
約
に
船
舶
賃
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
を
認
め
る
見
解
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お

(
4
)
 

と
い
え
よ
う
。

(
1
)
A
l
e
s
s
a
n
d
r
o
 G
r
a
z
i
a
n
i
;
 
S
t
u
d
i
 
di 
diritto 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 e
 marittimo, 
N
a
p
o
l
i
 
1
9
6
3
 
(II 
t
i
m
e
 
charter, 
N
a
p
o
l
i
 
1923), 
pag. 

4
0
1
 
e
 segg. 

(
2
)
C
.
 A. 
C
o
b
i
a
n
c
h
i
 ;
 Sulla 
n
a
t
u
r
a
 
giuridica 
dei 
n
o
l
e
g
g
i
 a
 t
e
m
p
o
 e
d
 in particolare 
della 
i
m
p
o
s
t
a
 
sulle 
entrate 
relati, 

v
a
m
e
n
t
e
 ai 
n
o
l
e
g
g
i
 c
o
n
 le 
a
m
m
i
n
i
s
t
r
a
z
i
o
n
i
 
dello 
Stato, 
Diritto 
m
a
r
i
t
t
i
m
o
 
1
9
4
6
`
p
a
g
.
 116. 

(
3
)
G
r
a
z
i
a
n
i
;
 L
o
c
a
z
i
o
n
e
 
di 
n
a
v
e
 e
 noleggio, 
Rivista 
trimestrale 
di 
diritto 
e
 p
r
o
c
e
d
u
r
a
 
civile 
1950, 
pag. 
1
5
9
 e
 segg. 

(
4
)
M
a
r
i
a
 L
u
i
s
a
 C
o
r
b
i
n
o
 ;
 
I
 
contratti 
di utilizzazione 
della 
n
a
v
e
 e
 dell'aeromobile, 
P
a
d
o
v
a
 1
9
7
8
は
、
鉛
g

舶
賃
貸
借
契
約
、

傭
船
契
約
お
よ
び
運
送
契
約
の
三
種
の
契
約
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
は
な
く
、
同
一
の
法
的
類
型
で
あ
る
、
と
す
る
。
異
端
と
も
い
う
べ
き

主
張
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
何
故
、
定
期
傭
船
契
約
は
船
舶
賃
貸
借
契
約
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
、

し
て
み
よ
う
。

と
解
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
整
理

船
舶
賃
貸
借
契
約
（
あ
る
い
は
、
賃
貸
借
契
約
）
の
本
質
的
特
性
は
、
航
行
法
第
三
七
六
条
（
あ
る
い
は
、

イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
五
七

「
貸
主
は
、
借
主
に
船
舶
（
物
）
を
利
用
さ
せ
る
義
務
を
負
う
」
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、

い
く
つ
か
の
貸
主
の
義
務
が
演
繹
さ
れ
る
が
、
航
行
法
第
三
七
九
条
は
、
①
良
好
な
状
態
で
の
船
舶
の
引
渡
、
お
よ
び
、
③
船
舶
を
合
意

(
1
)
 

さ
れ
た
用
法
に
供
し
う
る
状
態
に
維
持
す
る
こ
と
の
二
つ
を
貸
主
の
義
務
と
し
て
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
切
の
船
舶
の

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

（
一
四
九
）



第
三
七
巻
第
一
号

船
契
約
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
引
渡
は
な
さ
れ
て
い
な
い
、

（
一
五

0
)

(
2
)
 

引
渡
は
、
借
主
に
船
舶
を
利
用
さ
せ
る
た
め
の
前
提
と
な
る
義
務
、
と
い
い
う
る
。
も
し
、
船
舶
の
物
理
的
な
引
渡
が
船
舶
賃
貸
借
契
約

の
本
質
的
要
素
で
あ
る
、
と
す
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
現
在
、
航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
定
期
傭

(
3
)
 

と
い
う
認
識
が
定
着
し
て
い
る
。

し
か
し
、
船
舶
の
引
渡
は
、
あ
く
ま
で
も
、

(
4
)
 

欠
的
•
本
質
的
要
素
で
は
な
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
あ
る
い
は
、
必
ず
し
も
物
理
的
な
引
渡
の
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
、

「
借
主
に
船
舶
を
利
用
さ
せ
る
義
務
」
を
履
行
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
不
可

と
考
え
た

場
合
、
若
干
の
疑
問
が
生
じ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
使
用
条
項
は
、
船
長
に
指
示
・
命
令
す
る
こ
と
に
よ
り
一
定
の
範
囲
で
の
船
舶
の

使
用
を
傭
船
者
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
傭
船
者
は
船
舶
の
間
接
占
有
（
所
持
）
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

る
。
船
舶
使
用
条
項
の
内
容
を
す
で
に
検
討
し
て
い
る
（
二
？
四

t
-
）
の
で
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
わ
が
国

の
通
説
・
判
例
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
。
疑
問
を
解
い
て
お
く
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

と
い
う
疑
問
で
あ

解
決
は
、
二
つ
の
契
約
の
本
質
的
特
性
を
明
示
す
る
貸
主
の
義
務
と
船
舶
提
供
者
の
義
務
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
ろ
う
。
船
舶
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
貸
主
は
、
借
主
に
船
舶
を
利
用
さ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
義
務
は
、
借
主
に

船
舶
を
利
用
さ
せ
て
お
く

(lasciare
g
o
d
e
r
e
)

と
い
う
消
極
的
な
行
為
ー
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
I

と
一
定
の
場
合
に
修
繕

を
す
る
（
航
行
法
第
三
七
九
条
）
と
か
、
あ
る
い
、
使
用
を
妨
害
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
排
除
す
る
（
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
五
七
五

条
―
―
一
号
）
と
い
う
よ
う
な
積
極
的
行
為
ー
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
ー
|
'
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
定
期
傭
船
契
約

に
お
い
て
船
舶
提
供
者
が
傭
船
者
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
給
付
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
傭
船
者
は
、
船
舶
自
体
を
利
用
す
る
、

関
法

一
五
〇

と

は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
傭
船
者
は
、
主
と
し
て
、
指
示
し
た
航
海
の
実
行
お
よ
び
引
き
渡
し
た
物
品
の
運
送
を
す
る
う
え
で
具
体
化

(
5
)
 

さ
れ
る
船
長
・
乗
組
員
の
雑
多
な
作
業
活
動
を
享
受
す
る
の
で
あ
る
。



以
上
に
も
し
付
加
す
る
、

と
す
れ
ば
、
私
法
的
色
彩
が
薄
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
貸
主
は
、
船
舶
を

借
主
に
引
き
渡
し
て
し
ま
う
た
め
、
運
航
者
と
し
て
の
資
格
を
失
う
が
、
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
定
期
傭
船
契
約
、
航
海
傭
船
契
約
を

(
6
)

（

7
)
 

つ
ね
に
、
運
航
者
の
資
格
は
船
舶
提
供
者
が
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

1

)

拙
稿
「
イ
タ
リ
ア
法
に
お
け
る
船
舶
賃
貸
借
（
二
）
」
関
大
法
学
論
集
三
四
巻
一
号
一
五
二
頁
以
下
。

(
2
)
B
a
r
e
c
o
n
 A
第
八
条
a
第
一
文
は
、
契
約
条
項
と
し
て
契
約
書
中
に
挿
入
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
え
ば
、
疑
問
が
残
る
（
ご
く
当
然
の

こ
と
だ
か
ら
、
わ
が
国
の
裸
傭
船
契
約
書
や

Italscaf0
に
は
そ
の
よ
う
な
表
現
は
み
あ
た
ら
な
い
）
が
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
の
本
質
を
よ
く
表

現
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

(
3
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
pag. 1
9
7
.
 

(
4
)
M
a
r
i
o
 I
a
n
n
u
z
z
i
 ;
 Trasporto, 2
 
ed., 
B
o
l
o
g
n
a
 1
9
7
0
,
 
pag. 1
1
.

な
お
、

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
L
o
c
a
z
i
o
n
e
 
di 
n
a
v
e
 e
 di 
aeromobile, 

M
i
l
a
n
o
 1
9
6
5
,
 
pag. 
2
0
9
 
e
 seg.

は
、
船
船
の
引
渡
義
務
を
排
除
し
た
船
船
賃
貸
借
契
約
の
例
と
し
て
、
貸
主
の
債
権
者
が
留
置
し
て
い
る

船
舶
を
借
主
自
身
が
そ
の
留
置
を
解
除
し
て
利
用
す
る
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。

(
5
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit.̀
pag. 
198 e
 seg. 

(
6
)
T
u
l
i
o
;
0
p
.
 
cit••pag. 

1
9
9
,

前
掲
拙
稿
「
イ
ク
リ
ア
法
に
お
け
る
船
舶
賃
貸
借
（
一
）
」
一
五
一
頁
以
下
。
た
だ
し
、
運
航
者
の
申
告
制
度

は
、
公
法
的
性
質
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
定
期
傭
船
契
約
の
（
私
）
法
的
性
質
を
論
じ
る
場
合
、
こ
れ
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
態
度
が
正

し
い
か
否
か
疑
問
が
残
ら
な
い
で
も
な
い
。

(
7
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
loco c
i
t
.は
、
さ
ら
に
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
目
的
物
た
る
船
舶
の
特
定
•
特
定
可
能
性
が
本
質
的
要
素
で
あ

れ
ば
、
傭
船
契
約
（
定
期
傭
船
契
約
を
含
む
）
に
お
い
て
は
、
契
約
締
結
時
に
は
必
ず
し
も
船
舶
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
い
る
。

し
か
し
、
通
常
の
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
船
船
を
特
定
す
る
利
益
が
大
き
く
、
契
約
書
に
は
船
舶
を
特
定
す
る
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

例
外
的
に
、

S
u
p
p
l
y
t
i
m
e
が
代
船
条
項
を
も
つ
定
期
傭
船
契
約
書
と
し
て
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

傭
船
契
約
は
船
舶
賃
貸
借
契
約
の
性
質
を
帯
び
る
も
の
で
は
な
い
、

問
わ
ず
、

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

一
五

と
い
う
こ
と
を
論
証
し
え
た
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
最
後
の

（
一
五
一
）



(
1
)
 

お
そ
ら
く
、
航
海
傭
船
契
約
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
物
品
運
送
契
約
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
も
の
、

え
ば
、

G
e
n
c
o
n
書
式
第
一
条
の
よ
う
に
、
船
積
港
へ
の
廻
船
、
傭
船
者
（
荷
送
人
）
が
供
給
す
る
物
品
の
船
積
、
陸
揚
港
へ
の
航
海
、

お
よ
び
、
そ
の
地
で
の
引
渡
を
明
示
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
運
送
契
約
た
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

Italviaggi0
は、

G
e
n
c
o
n

書
式
第
一
条
の
よ
う
に
、
運
送
契
約
の
要
素
を
列
挙
し
て
い
な
い
が
、
正
式
名

(Contratto
di 
T
r
a
s
p
o
r
t
o
 
M
a
r
i
t
t
i
m
o
 
di 
C
a
r
i
c
o
 

Totale)
、
当
事
者
の
呼
称

(Vettore,
Caricatore)
、
碇
泊
料
、
定
額
の
傭
船
料
・
確
定
取
得
の
合
意
な
ど
の
多
く
の
規
定
か
ら
、
運

送
契
約
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
務
界
に
い
う
航
海
傭
船
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
直

接
の
研
究
対
象
で
は
な
い
し
、
確
認
済
み
の
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
以
上
の
論
及
を
し
な
い
。

そ
れ
で
は
、

「

T
h
e
V
e
s
s
e
l
 to 
b
e
 e
m
p
l
o
y
e
d
 in 
l
a
w
f
u
l
 trades 
for 
the 
carriage of lawful 

m
e
r
c
a
n
d
i
s
e
s
 
••• 

」
と
規
定
し
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
五
条
も
、
「
L
a
n
a
v
e
 d
e
v
e
 essere 
i
m
p
i
e
g
a
t
a
 in 
traffici 
legali 
p
e
r
 

il 
tra, 

sporto 
di 
m
e
r
c
i
 legali:
；
」
と
、

B
a
l
t
i
m
e
第
二
条
一
項
と
同
趣
旨
の
規
定
を
設
け
、
物
品
運
送
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
ク
イ
プ
の
規
定
だ
け
で
は
、
船
舶
提
供
者
の
物
品
運
送
義
務
を
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
船
舶
が
合
法
的
運

(
2
)
 

送
に
供
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
船
舶
利
用
契
約
で
あ
る
か
ぎ
り
合
意
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

Italscafo
第
五
条
は
、

Ita
、

た
と
え
ば
、

B
a
l
t
i
m
e
第
二
条
一
項
は
、

で
あ
ろ
う
か
。

関
法

第
三
七
巻
第
一
号

確
認
を
し
て
お
こ
う
。
ま
さ
し
く
、
定
期
傭
船
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。

航
行
法
に
い
う
傭
船
契
約
（
航
海
傭
船
契
約
お
よ
び
定
期
傭
船
契
約
と
も
）
は
、

Tulli0
に
よ
る
と
、
運
送
契
約
の
下
位
類
型
で
は
な

く
、
立
法
者
の
想
定
す
る
と
お
り
、
独
立
し
た
類
型
を
形
成
す
る
、

と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
実
務
界
に
い
う
定
期
傭
船
契
約
も
そ
う
な
の

（
実
務
界
に
い
う
）
定
期
傭
船
契
約
は
運
送
契
約
の
性
質
を
帯
び
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一五

（
一
五
二
）と

思
わ
れ
る
。
た
と



実
務
界
に
い
う
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
物
品
の
移
転
が
船
舶
提
供
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る
た
め
に
、
他
に
も

(
5
)
 

種
々
の
視
点
を
求
め
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
第
二
の
も
の
と
し
て
、
運
送
品
の
保
管
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
（
た
と
え
、
そ
の
範
囲

が
合
意
に
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
）
の
規
定
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
船
舶
提
供
者
免
責
条
項
に
つ
い
て
は
、
ニ

2
五
で
み
た
よ
う
に
、
そ
の
規
定
の
態
様
は
区
々
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
別
す
れ
ば
、
免
責
事
由
列
挙
、
有
責
事
由
列
挙
、
パ
ラ

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

留
置
権
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

定
と
な
っ
て
い
る
が
、

ま
ず
、
第
一
に
、
通
常
の
定
期
傭
船
契
約
書
式
は
、
船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に
つ
い
て
の
船
舶
提
供
者
の
責
任
規
定
を
設
け

て
い
る
。
何
度
か
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
、
航
行
法
第
三
九
三
条
と
通
常
の
定
期
傭
船
契
約
書
式
の
船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に

関
す
る
責
任
規
定
は
、
全
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
定
期
傭
船
契
約
書
式
に
よ
る
と
、
船
舶
使
用
条
項
に
よ
り
、
傭
船
者
の
指
示
に
関
連

す
る
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
に
つ
い
て
船
舶
提
供
者
が
責
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
船
長
が
運
送
品
を
船
舶
提
供
者
の
た
め
に

(
4
)
 

所
持
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
、

Ital
t
e
m
p
o
第
二

0
条
に
み
ら
れ
る
広
範
囲
の
船
舶
提
供

者
の
免
責
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
肯
定
し
う
る
。
た
し
か
に
、
同
条
は
、
疑
い
も
な
く
、
比
類
な
い
ほ
ど
の
広
範
囲
の
免
責
規

一
項
に
お
い
て
、
船
長
は
船
舶
提
供
者
（
運
航
者
）
に
服
従
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
四
〇

条
に
は
、
船
舶
提
供
者
に
よ
っ
て
運
送
品
の
所
持
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
傭
船
料
な
ど
の
支
払
を
担
保
す
る
た
め
の
運
送
品
の

し
か
し
、
こ
の
検
証
は
、
比
較
的
容
易
に
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
実
務
界
に
い
う
定
期
傭
船
契
約
は
、
運
送
の
要
素
を
含
む
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
運
送
が
船
舶
提
供
者
の
義
務
と
さ

れ
て
い
る
か
否
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
そ
れ
を
検
証
し
え
れ
ば
、
定
期
傭
船
契
約
の
運
送
契
約
性
を
認
定
で
き
る
。

(

3

)

 

!
t
e
m
p
o
第
五
条
と
同
一
文
で
あ
る
。

一
五
三

（
一
五
三
）



第
三
七
巻
第
一
号

挙
す
る
タ
イ
プ
、

（
一
五
四
）

マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
の
挿
入
の
三
つ
の
態
様
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
を
挿
入
し
て
い
る
定
期
傭
船
契
約

(
6
)
 

書
式
（
た
と
え
ば
、

P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m
)

が
運
送
契
約
性
を
有
す
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
、
有
責
事
由
を
列

(
7
)
 

た
と
え
ば
、

B
a
l
t
i
m
e

に
つ
い
て
も
、
検
証
は
容
易
で
あ
る
。
第
二
＿
一
条
一
項
第
一
文
を
一
覧
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
は
、

（
第
二
文
に
よ
り
、
責
任
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
）
船
舶
提
供
者
の
有
責
事
由
を
明
示
し
て
い
る
。

B
a
l
t
i
m
e
(
I
t
a
l
t
e
m
p
o
 

(
8
)
 

も
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
）
を
運
送
契
約
と
認
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
最
後
に
、
免
責
事
由
を
列
挙
す
る
定
期
傭
船
契
約
書
式
は

如
何
で
あ
ろ
う
。
免
責
事
由
の
列
挙
は
、
す
な
わ
ち
、
運
送
品
の
滅
失
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
を
黙
示
的
（
し
か
し
、
明
白
な
）

(
9
)

（

10) 

前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
L
e
f
e
b
v
r
e
 D
'
O
v
i
d
i
o
 
e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
 ;
0
p
.
 
cit., 
pag. 
4
9
0
 
e
 s
e
g
.
破
棄
院
一
九
七
六
年
六
月
―
二
日
判
決
·
ニ
―
八
二
番
•
D
i
r
i
t
t
o

rnarittirno, 
1
9
7
7
,
 
pag. 1
9
5
,
f
:
j

ど
匁
シ
断
巫
の

fu例
あ
り
。

(
2
)
T
u
l
l
i
o
 ;
 op. 
cit., 
pag. 2
3
1
.
 

(

3

)

傭
船
契
約
に
関
す
る
航
行
法
の
規
定
に
お
い
て
も
、
船
舶
が
物
品
運
送
に
供
さ
れ
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
（
言
及
さ
れ
て
い
な
い
だ

(
4
)
R
o
m
a
n
e
l
l
i
 ;
 Profilo 
de! 
noleggio, 
pag. 1
6
6
,
 
Tullio ;
0
p
.
 
cit., 
p
a
g
.
 2
3
2
.
 

(
5
)

た
と
え
ば
、
船
荷
証
券
が
船
舶
提
供
者
の
名
で
傭
船
者
に
対
し
て
発
行
さ
れ
る
場
合
、
運
送
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
船

荷
証
券
が
傭
船
者
の
名
で
そ
し
て
そ
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
場
合
も
、
船
舶
提
供
者
と
傭
船
者
の
あ
い
だ
で
運
送
契
約
が
な
さ
れ
て
お
り
、
傭
船

者
と
荷
主
の
あ
い
だ
で
再
運
送
（
傭
船
）
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
関
係
が
生
じ
る

(Tullio
;
 op. 
cit., 
pag. 2
3
3
 
e
 seg., 
R
o
m
a
n
e
l
l
i
 ;
0
p
.
 

cit., 
pag. 1
6
9
)

。

(
6
)
S
p
a
s
i
a
n
o
 ;
 No
l
e
g
g
i
o
 e
 trasporto :
 II 
significato 
dei 
forrnulari, 
1
4
 T
r
a
s
p
o
r
t
i
 1
9
7
8
,
 
pag. 1
6
4
,
 
Tullio ;0p. cit., 
pag. 2
3
5
.
 

す
な
わ
ち
、
バ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ク
ロ
ー
ズ
が
何
を
契
約
中
に
取
り
込
む
た
め
の
も
の
か
を
知
れ
ば
よ
い
。
こ
の
タ
イ
プ
の
書
式
の
な
か
で
は
、
一
九

ニ
四
年
米
国
海
上
物
品
運
送
法
の
一
部
の
み
を
引
用
し
て
い
る

Coasthire
(
第
一
四
条
）
の
場
合
、
若
干
の
疑
問
を
残
す
か
も
し
れ
な
い
。
し

関
法

一
五
四



イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究

一
五
五

か
し
、
同
第
四
条
(

2

)

は
、
自
己
の
「
a
c
t
u
a
l
fault
」
ま
た
は
「
p
r
i
v
i
t
y
」
に
つ
い
て
の
船
舶
提
供
者
の
責
任
を
明
示
し
て
い
る
。

(
7
)
I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
二

0
条
一
項
第
三
、
四
文
、
第
二
九
条
、
第
三
一
条
も
こ
の
タ
イ
プ
。

(
8
)
B
e
r
l
i
n
g
i
e
r
i
 ;
 II 
t
r
a
s
p
o
r
t
o
 
m
a
r
i
t
t
i
m
o
,
 
p
a
g
.
 5
0

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
運
送
品
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
の
明
示
規
定
は
、

た
と
え
、
一
部
的
に
責
任
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
運
送
の
目
的
が
考
量
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
に
関
連
す
る
給
付
が
船
舶
提
供
者
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
。
」

(
9
)
T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 cit., 
p
a
g
.
 2
3
6
.
 

(
1
0
)
S
h
e
l
l
t
i
m
e
 3

第
二
八
条
や

B
e
e
p
e
e
t
i
m
e
2

第
三
三
条
な
ど
は
、
運
送
品
の
減
失
・
毀
損
に
つ
い
て
船
舶
提
供
者
の
責
任
を
明
示
的
に
規
定

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
マ
~
五2

一
で
み
た
よ
う
に
、
他
の
規
定
か
ら
そ
れ
ら
の
書
式
に
お
い
て
も
船
舶
提
供
者
に
よ
っ
て
運
送
の
引
受
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
立
証
し
う
る

(
S
h
e
l
l
t
i
m
e
3

第
一
三
条
、
第
三
六
条
、
第
三
九
条
、

B
e
e
p
e
e
t
i
m
e
2

第
二

0
条
、
第
四

0
条
、
第

四
五
条
）
。

（
一
五
五
）




